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ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則

―
ド
イ
ツ
基
本
法
第
二
五
条
を
め
ぐ
る
議
論
を
通
じ
て

―福　
　
　

王　
　
　
　

守

　

問
題
の
所
在

第
一
章
 
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
実
証
主
義
と
実
定
国
際
法

　

第
一
節
 
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
実
証
主
義

　

第
二
節
 
法
実
証
主
義
に
基
づ
く
国
際
法
の
把
握

第
二
章
 
ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
「
国
際
法
の
一
般
原
則
」

　

第
一
節
 
国
際
法
親
和
性
原
則
と
「
国
際
法
の
一
般
原
則
」

　

第
二
節
 
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
の
審
査
手
続

第
三
章
 
国
内
法
の
一
般
原
則
と
の
交
錯

　

第
一
節
 
文
明
国
が
認
め
た
法
の
一
般
原
則

　

第
二
節
 
国
際
法
の
一
般
原
則
と
国
内
法
の
一
般
原
則
と
の
交
錯

第
四
章
 
国
際
法
に
お
け
る
法
原
則
の
包
括
的
把
握
を
め
ぐ
る
課
題

　

第
一
節
 
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
国
内
公
法
概
念
の
援
用
を
め
ぐ
る
問
題

　

第
二
節
 
国
際
機
構
へ
の
主
権
移
譲
に
伴
う
民
主
主
義
確
保
に
向
け
て
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小
　
　
　
結

問
題
の
所
在

す
べ
て
の
国
を
拘
束
す
る
普
遍
的
な
国
際
法
を
、
一
般
国
際
法
と
い
う
。
国
際
社
会
の
す
べ
て
を
拘
束
す
る
国
際
法
は
、
原
則
と
し
て

慣
習
国
際
法
の
形
式
で
し
か
存
在
し
な
い（（
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
主
に
問
題
と
な
る
の
は
、
公
権
的
な
立
法
機
関
が
存
在
し
な
い
国
際
社
会
に

お
い
て
、
そ
の
妥
当
性
は
何
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
、
お
よ
び
一
般
国
際
法
が
い
か
な
る
性
質
を
も
つ
か
と
い
う
点

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る（（
（

。
今
日
、
人
権
や
環
境
等
の
国
境
を
越
え
た
共
通
問
題
に
対
処
す
べ
く
多
数
国
間
条
約
が
制
定
さ
れ
て
き
て
い

る
。
い
わ
ば
国
際
公
益
の
た
め
に
一
般
国
際
法
が
ど
の
よ
う
な
性
格
や
機
能
を
有
す
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

一
方
、
一
九
四
九
年
に
制
定
さ
れ
た
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
第
二
五
条
で
は
、「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
が
連
邦
法
の
構
成
部
分

で
あ
る
と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
国
内
法
律
に
優
位
す
る
の
み
な
ら
ず
、
国
民
に
対
し
て
直
接
的
な
権
利
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
ド

イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
は
同
原
則
の
中
に
「
文
明
国
が
認
め
た
法
の
一
般
原
則
」
を
含
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
も
評
さ
れ
る（（
（

。
こ
の

点
で
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
二
つ
の
法
原
則
に
つ
い
て
包
括
的
に
把
握
す
る
傾
向
が
窺
え
る
。
本
稿
で
は
両
者
の
本
来
的
意
味
と
内
容
を

確
認
し
た
後
、
ド
イ
ツ
に
関
す
る
国
内
外
の
裁
判
実
践
を
踏
ま
え
て
、
こ
れ
ら
の
包
括
的
把
握
の
意
義
と
課
題
を
考
察
す
る
。
特
に
、
国

際
法
分
野
へ
の
国
内
公
法
原
則
の
援
用
に
着
目
し
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
基
本
権
保
障
と
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
問
題
点
に
触
れ
る
こ
と
と
す

る
。
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ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

第
一
章 

ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
実
証
主
義
と
実
定
国
際
法

第
一
節　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
実
証
主
義

（
（
（
法
実
証
主
義
と
は

法
律
学
一
般
に
今
日
ま
で
主
流
で
あ
る
法
実
証
主
義
（
実
定
法
学
（
の
考
え
方
は
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
市
民
社

会
を
中
心
に
発
達
し
て
き
た
。
こ
れ
は
専
制
君
主
制
の
絶
対
主
義
に
対
す
る
市
民
革
命
期
を
台
頭
の
契
機
と
す
る
。
さ
ら
に
一
九
世
紀
の

産
業
革
命
を
経
て
、
自
然
法
論
（
自
然
法
学
（
に
対
し
て
、
法
実
証
主
義
は
市
民
社
会
に
お
け
る
資
本
主
義
の
要
請
に
応
え
る
形
で
発
達

し
て
い
っ
た（（
（

。

一
般
に
「
法
源
（sources of law

（」
と
は
、
法
の
現
れ
方
を
意
味
す
る
多
義
語
で
あ
る
。
法
源
の
捉
え
方
は
、
自
然
法
論
と
法
実
証

主
義
に
お
い
て
大
き
く
異
な
る（（
（

。
両
者
は
歴
史
的
に
深
い
関
連
性
を
も
ち
つ
つ
も
対
立
す
る
立
場
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
法
概
念
を
め
ぐ
る

議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
。
自
然
法
学
ま
た
は
自
然
法
理
論
は
、
時
代
と
国
情
に
よ
り
論
理
的
に
も
機
能
的
に
も
異
な
っ
て
展
開
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
お
よ
そ
近
代
以
降
の
自
然
法
と
は
人
間
理
性
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
る
、
普
遍
的
に
正
し
い
永
久
不
変
の
法
と
し
て
定
義

さ
れ
て
き
た（（
（

。
す
な
わ
ち
、
理
性
に
基
づ
く
「
正
義
・
公
平
・
公
正
」
と
い
っ
た
概
念
自
体
が
法
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
実
定
法
を
基
礎
づ

け
る
上
位
の
法
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る（（
（

。
ゆ
え
に
、
自
然
法
学
に
お
け
る
法
源
と
は
、（
個
別
具
体
的
な
（
法
の
拘
束
力
が
導
か
れ
る
根

源
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
古
代
ス
ト
ア
哲
学
、
中
世
カ
ト
リ
ッ
ク
哲
学
お
よ
び
近
世
合
理
主
義
哲
学

に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る（（
（

。

こ
れ
に
対
し
、
法
実
証
主
義
と
は
、
実
定
法
の
み
を
法
と
認
め
て
経
験
的
考
察
と
形
式
論
理
に
よ
り
理
論
構
成
を
し
よ
う
と
す
る
立
場
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で
あ
る（（
（

。
実
定
法
は
国
家
機
関
に
よ
る
法
制
定
行
為
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
経
験
的
事
実
に
照
ら
し
て
形
成
さ
れ
た
人
定
法
を
意
味
す

る
。
法
実
証
主
義
は
、
近
代
自
然
法
論
の
矛
盾
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
中
で
発
達
し
て
き
た
。
一
七
・
一
八
世
紀
の
近
代
自
然
法
論
は
人

間
理
性
に
基
づ
く
近
代
国
家
の
あ
り
方
を
演
繹
的
に
提
示
し
た
一
方
で
、
現
実
生
活
や
歴
史
か
ら
乖
離
し
た
法
典
の
編
纂
や
フ
ラ
ン
ス
革

命
に
伴
う
恐
怖
政
治
と
革
命
裁
判
は
、
権
力
者
に
よ
る
独
裁
的
な
社
会
支
配
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
。
人
間
理
性
の
概
念
も
、
異
な
る
時

代
や
社
会
に
お
い
て
個
々
に
差
異
を
も
つ
人
間
に
よ
っ
て
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
く
自
然
法
も
結
局
は
絶
対
的
な
基

準
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る（（1
（

。
こ
の
た
め
、
一
八
世
紀
後
半
の
市
民
革
命
を
経
て
成
立
し
た
近
代
市
民
社
会
は
、
国
家
に
優
先
す

る
市
民
の
自
由
と
平
等
の
実
現
に
向
け
て
、
経
済
競
争
の
自
由
を
本
質
と
す
る
資
本
主
義
構
造
を
市
民
自
ら
が
営
む
と
い
う
私
的
自
治
原

則
を
旨
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
か
か
る
市
民
社
会
の
構
造
的
要
請
に
応
え
る
形
で
、
法
実
証
主
義
は
台
頭
し
て
き
た
。

市
民
社
会
秩
序
の
安
定
に
向
け
て
、
資
本
主
義
構
造
か
ら
は
経
済
的
側
面
で
の
予
測
可
能
性
と
政
治
的
側
面
で
の
合
理
的
支
配
が
要
請

さ
れ
、
対
応
す
る
法
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
客
観
性
、
明
確
性
お
よ
び
合
理
性
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
れ
を
充
た
す
も
の
が
実
定
法
で
あ

り
、
特
に
私
法
分
野
に
お
け
る
国
家
制
定
法
が
高
度
に
発
達
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
市
民
社
会
の
要
請
の
下
で
実
定
法
を

重
視
す
る
観
点
か
ら
は
、
客
観
的
な
存
在
形
式
を
備
え
た
法
の
あ
り
方
が
形
式
的
法
源
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る（（（
（

。
形
式
的
法

源
に
は
、
主
に
成
文
法
（
制
定
法
（
お
よ
び
慣
習
法
が
当
て
は
ま
る
。

（
（
（
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
実
証
主
義

ド
イ
ツ
は
従
来
国
家
制
定
法
を
基
本
と
し
た
厳
密
な
法
実
証
主
義
を
採
用
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
大
陸
法
系
の
代
表
国
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
き
た
。
ド
イ
ツ
法
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
国
家
の
基
礎
を
な
す
連
邦
制
で
あ
る
。
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ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

一
般
に
、
国
家
と
し
て
の
ド
イ
ツ
（D

eutschland, Germ
any

（
は
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
条
約
（
八
四
三
年
（
を
契
機
と
し
た
東
フ
ラ
ン
ク
王

国
（
八
四
三
─

九
一
一
年
（
に
ま
で
遡
る
と
さ
れ
る（（1
（

。
こ
れ
に
続
く
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
（
九
六
二
─

一
八
〇
六
年
（
は
中
世
よ
り
一
九
世
紀
初
頭

に
至
る
ま
で
の
ド
イ
ツ
国
家
と
し
て
発
展
し
た
。
同
国
は
、
皇
帝
が
選
挙
制
で
選
出
さ
れ
た
点
で
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
皇
帝
は
ロ
ー
マ
で

の
戴
冠
を
必
要
と
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ロ
ー
マ=

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
権
威
を
通
じ
て
諸
侯
の
台
頭
を
抑
制
し
、
同
国
は

最
大
の
封
建
主
義
国
家
と
し
て
発
展
し
た
。
し
か
し
、
帝
国
下
の
教
会
・
修
道
院
を
治
め
る
帝
国
教
会
政
策
は
国
家
的
な
発
展
を
も
た
ら

す
一
方
、
や
が
て
叙
任
権
闘
争
に
よ
っ
て
教
会
と
の
結
合
は
弱
め
ら
れ
、
諸
領
邦
の
自
立
化
を
促
し
た
。
そ
し
て
、
宗
教
改
革
に
伴
う
新

教
と
旧
教
の
対
立
を
契
機
と
し
た
三
〇
年
戦
争
（
一
六
一
八
─

一
六
四
八
年
（
に
よ
っ
て
国
土
は
荒
廃
し
、
諸
侯
は
領
邦
国
家
と
し
て
事
実

上
の
独
立
国
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
独
立
し
た
権
能
を
も
っ
た
国
家
の
連
携
と
し
て
の
連
邦
制
は
、
復
古
主
義
的
な
ウ
ィ
ー
ン

体
制
を
背
景
と
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
（D

eutscher Bund, 

一
八
一
五
─

六
六
年
（
に
お
い
て
結
実
す
る（（1
（

。

次
に
、
法
実
証
主
義
に
は
一
般
法
学
、
純
粋
法
学
、
分
析
法
学
等
が
属
す
る
と
さ
れ
る
が
、
特
に
前
二
者
に
つ
い
て
は
ド
イ
ツ
法
が
深

く
関
わ
っ
て
い
る
。「
一
般
法
学
（A

llgem
eine Rechtstheorie

（」
は
、
法
学
各
部
門
に
共
通
す
る
一
般
的
問
題
を
総
論
的
に
論
じ
る
立

場
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
主
張
さ
れ
た
。
二
〇
世
紀
前
半
に
主
張
さ
れ
た
「
純
粋
法
学

（Rein Rechtslehre

（」
は
、
実
定
法
の
認
識
に
お
い
て
は
政
治
思
想
や
道
徳
的
な
立
場
を
排
除
す
る
必
要
が
あ
り
、
法
を
純
粋
に
考
察
す

る
と
実
定
法
は
下
位
規
範
と
上
位
規
範
に
わ
た
る
段
階
的
構
造
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
す
る（（1
（

。

ま
た
、
ド
イ
ツ
法
の
基
礎
に
は
か
つ
て
の
ロ
ー
マ
法
が
存
在
し
て
い
る
。
中
世
後
期
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
西
部
お
よ
び
中
部
に
お
い
て

ロ
ー
マ
法
の
継
受
が
な
さ
れ
、
古
代
ロ
ー
マ
法
や
カ
ノ
ン
法
（
教
会
法
（
の
考
え
方
や
実
務
が
受
容
さ
れ
た
。
そ
の
核
を
な
す
も
の
は
、
古

代
ロ
ー
マ
帝
国
か
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
各
法
の
集
大
成
と
し
て
の
「
ロ
ー
マ
法
大
全
（Corps Iuris Civillis

、
五
三
四
年
完
成
（」
で
あ
る（（1
（

。
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と
り
わ
け
、ド
イ
ツ
は
ロ
ー
マ
法
の
継
受
が
最
も
浸
透
し
た
地
域
で
あ
り
、一
五
世
紀
半
ば
以
降
の
約
一
世
紀
は
ド
イ
ツ
法
の
歴
史
に
と
っ 

て
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
継
受
の
原
因
と
し
て
は
、
ロ
ー
マ
皇
帝
の
後
継
者
を
自
認
し
、
帝
国
に
お
け
る
法
の
分
裂
状

態
の
克
服
を
目
指
す
ド
イ
ツ
国
王
の
皇
帝
理
念
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（（1
（

。
一
七
世
紀
に
入
り
、
特
に
同
法
典
の
中
核
を
な
す
学
説
彙

纂
（Pandekten
（
は
、
後
に
「
パ
ン
デ
ク
テ
ン
の
現
代
的
慣
用
」
と
称
さ
れ
て
近
世
ド
イ
ツ
社
会
に
合
わ
せ
て
修
正
さ
れ
て
い
っ
た
。

第
二
節　

法
実
証
主
義
に
基
づ
く
国
際
法
の
把
握

（
（
（
実
定
国
際
法
学
に
お
け
る
形
式
的
法
源

一
方
、
国
家
間
関
係
を
規
律
す
る
国
際
法
分
野
に
お
い
て
も
、
法
実
証
主
義
は
現
在
ま
で
理
論
上
実
務
上
の
基
礎
を
築
い
て
き
た
。
法

学
一
般
と
同
様
、
一
八
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
市
民
社
会
に
お
い
て
実
定
国
際
法
学
が
台
頭
す
る
。
市
民
革
命
と
産
業
革
命
を
い

ち
早
く
経
験
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
経
済
的
政
治
的
な
国
際
機
構
の
設
立
と
と
も
に
、
多
く
の
条
約
が
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
公
法
」
と
し
て
結
ば
れ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
国
際
連
盟
、
国
際
連
合
に
よ
る
国
際
法
の
定
立
作
業
等
を
通

じ
て
、
実
定
国
際
法
と
し
て
の
条
約
と
慣
習
国
際
法
は
そ
の
対
象
を
広
げ
つ
つ
、
現
在
ま
で
国
際
法
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
て

い
る
。

国
際
法
分
野
に
け
る
法
源
は
、
お
よ
そ
実
質
的
法
源
と
形
式
的
法
源
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
法
定
立
行
為
や
立
法
者
等
の
よ
う

に
、
主
に
法
を
発
生
さ
せ
る
行
為
や
主
体
を
動
態
的
に
把
握
し
た
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
は
そ
の
結
果
と
し
て
現
れ
た
法
の
存
在
形

式
を
静
態
的
に
把
握
し
た
表
現
で
あ
る（（1
（

。

実
定
国
際
法
学
に
つ
い
て
、
二
〇
世
紀
の
早
い
段
階
で
理
論
的
お
よ
び
実
務
的
観
点
か
ら
批
判
的
に
検
証
し
て
い
る
の
が
ロ
ー
タ
ー
パ
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ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

ク
ト
（H

. Lauterpacht

（
で
あ
る（（1
（

。
そ
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
論
者
は
自
然
法
が
主
要
な
諸
国
民
の
法
の
淵
源
で
あ
る
と
す
る
。
他

方
、
実
定
国
際
法
学
派
は
「
自
足
性
（self-sufficiency

（」
を
主
な
前
提
と
す
る（（1
（

。
こ
こ
か
ら
国
家
主
権
原
理
が
生
じ
、
か
か
る
原
理
は

国
際
法
に
お
い
て
お
よ
そ
二
つ
の
側
面
を
も
っ
て
現
れ
る
。
第
一
は
、
絶
対
的
な
法
的
お
よ
び
道
徳
的
価
値
の
実
体
と
し
て
の
国
家
概
念

の
側
面
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
国
際
法
が
合
法
的
に
存
在
す
る
の
は
、
自
国
の
自
己
保
存
や
発
達
に
役
立
つ
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
ゆ
え

に
、
第
二
に
は
、
厳
格
な
実
定
法
主
義
原
理
と
し
て
、
国
際
慣
習
や
条
約
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
諸
規
則
だ
け
が
国
際
法
の
排
他
的
な
淵

源
だ
と
す
る
側
面
が
導
か
れ
る（11
（

。

こ
う
し
て
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
社
会
を
背
景
と
し
た
実
定
国
際
法
学
は
、
自
ら
が
最
高
の
存
在
で
あ
る
が
ゆ
え
に
対
外
的
な
独
立

権
を
も
つ
主
権
国
家
を
主
体
と
す
る
。
か
か
る
国
家
間
の
合
意
を
前
提
と
し
て
、
国
際
法
の
現
れ
方
（
存
在
形
式
（
と
し
て
の
国
際
法
定

立
の
方
法
お
よ
び
手
続
が
形
式
的
法
源
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
味
の
法
源
と
し
て
は
、
国
家
間
の
明
示
的
合

意
の
方
法
お
よ
び
手
続
に
よ
っ
て
成
立
す
る
条
約
と
、
国
家
間
の
黙
示
的
慣
行
の
合
致
に
よ
っ
て
成
立
す
る
慣
習
国
際
法
に
限
定
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
る（1（
（

。
特
に
、
一
九
世
紀
後
半
の
厳
格
な
法
実
証
主
義
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
形
式
的
法
源
を
通
じ
て
実
定
国
際
法
の
体
系
は
完

結
し
た
も
の
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
た
。

も
っ
と
も
、
第
二
次
大
戦
後
の
国
連
に
よ
る
国
際
法
の
法
典
化
作
業
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
従
来
独
立
し
て
い
た
条
約
と
慣
習
国
際
法

の
関
係
は
よ
り
相
対
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
現
代
国
際
法
で
は
「
法
」
と
「
非
法
」
の
関
係
も
相
対
化
さ
れ
る
傾
向
が

認
め
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
国
際
法
の
形
成
と
い
う
動
態
的
な
観
点
か
ら
は
、「
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
（soft law

（」、「
衡
平
」
お

よ
び
「
国
家
の
一
方
的
措
置
」
等
が
実
質
的
法
源
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
て
い
る（11
（

。
特
に
、
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
は
「
既
存
の
法
（hard 

law

（」
に
対
し
て
非
拘
束
的
合
意
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
お
よ
び
形
成
途
上
の
法
と
呼
ば
れ
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
法
概
念
と
し
て
用
い
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ら
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
法
に
お
け
る
拘
束
力
の
低
い
も
の
、
ま
た
は
非
法
に
お
け
る
何
ら
か
の
法
的
拘
束
力
の
窺
え
る
も
の
を
意
味

す
る
と
さ
れ
る
。
前
者
に
は
、
条
約
規
則
中
の
努
力
・
交
渉
・
協
力
義
務
等
の
よ
う
な
、
拘
束
力
や
義
務
性
の
弱
い
も
の
が
当
て
は
ま

る
。
ま
た
、
後
者
に
は
規
範
性
を
も
っ
た
国
連
の
決
議
や
文
書
等
が
該
当
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
法
と
非
法
の
中
間
の
段
階
に
あ
る

も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
、
決
議
の
規
範
的
性
格
、
文
書
の
反
復
効
果
等
か
ら
将
来
的
に
国
家
実
行
と
法
的
確
信
を
経
た
慣
習
国
際
法
化
が

期
待
さ
れ
て
い
る（11
（

。

（
（
（
実
定
国
際
法
学
に
お
け
る
行
為
規
範
と
裁
判
規
範

次
に
、
実
定
国
際
法
の
形
式
的
法
源
で
あ
る
条
約
と
慣
習
国
際
法
は
、
次
の
点
で
国
内
法
と
は
異
な
る
性
格
を
有
す
る（11
（

。
一
般
に
法
と

は
、
国
家
の
組
織
的
政
治
権
力
た
る
政
府
に
よ
っ
て
強
行
さ
れ
る
社
会
規
範
で
あ
る
。
法
に
は
多
く
道
徳
的
な
規
範
が
含
ま
れ
て
い
る

が
、「
社
会
規
範
（
行
為
規
範
（」
た
る
道
徳
規
範
の
効
力
が
内
的
に
義
務
意
識
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
の
に
対
し
、「
強
制
規
範
（
裁
判
規

範
（」
た
る
法
規
範
の
効
力
は
さ
ら
に
外
的
に
政
治
権
力
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
道
徳
と
は
異
な
り
、
社
会
規
範
と
強
制

規
範
が
結
び
つ
い
た
二
重
構
造
が
法
の
姿
で
あ
る
と
い
わ
れ
る（11
（

。

欧
米
等
の
近
代
以
降
の
市
民
国
家
は
、
国
民
一
人
ひ
と
り
を
人
格
の
担
い
手
と
し
て
尊
重
す
る
と
い
う
「
個
人
の
尊
厳
」
の
実
現
を
国

家
の
究
極
目
的
と
し
、
こ
れ
を
憲
法
の
基
本
原
理
と
し
た
。
個
人
の
人
格
は
不
可
侵
で
あ
り
、
適
正
な
手
続
を
経
て
公
的
に
確
保
す
べ
き

具
体
的
な
内
容
を
意
味
す
る（11
（

。
か
か
る
国
家
は
、
個
人
の
尊
厳
に
根
差
し
た
立
憲
民
主
主
義
原
理
を
特
徴
と
す
る
。
こ
れ
は
、
国
民
の
自

由
意
思
に
よ
る
自
己
決
定
を
旨
と
し
た
「
自
由
主
義
原
理
」
と
、
治
者
と
被
治
者
の
同
一
性
を
旨
と
し
た
「
民
主
主
義
原
理
」
に
基
づ

き
、
憲
法
の
枠
組
み
の
中
で
政
治
を
行
う
価
値
原
理
で
あ
る（11
（

。
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ド
イ
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本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

ま
た
、
立
憲
民
主
主
義
で
は
個
人
の
尊
厳
の
具
体
的
な
内
容
を
基
本
的
人
権
と
し
て
捉
え
、
国
家
目
的
と
し
て
確
保
し
よ
う
と
し
た

（
基
本
的
人
権
の
保
障
原
理
（。
か
か
る
基
本
的
人
権
を
確
保
す
る
補
助
手
段
と
し
て
、
国
家
の
最
終
的
な
意
思
決
定
権
が
国
民
に
与
え
ら
れ

た
（
国
民
主
権
原
理
（（

11
（

。
さ
ら
に
、
立
法
・
行
政
・
司
法
と
い
う
統
治
権
力
を
分
散
さ
せ
る
こ
と
で
国
家
権
力
の
濫
用
の
抑
止
を
試
み
た

（
権
力
分
立
原
理
（（

11
（

。
こ
れ
ら
三
原
理
は
究
極
の
基
本
原
理
た
る
個
人
の
尊
厳
か
ら
導
か
れ
る
基
本
原
理
で
あ
る
。
こ
う
し
た
国
内
社
会
は
、

一
般
に
平
和
裏
に
安
定
し
た
必
然
社
会
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
憲
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
た
集
権
的
な
構
造
を
も
つ
と
い
え
る
。
し
た
が
っ

て
、
国
内
法
上
は
行
為
規
範
の
う
ち
裁
判
を
通
じ
て
そ
の
利
益
を
実
現
で
き
る
も
の
が
、
さ
ら
に
裁
判
規
範
と
し
て
把
握
で
き
る
。
こ
の

よ
う
に
、
形
式
的
法
源
と
し
て
の
国
内
法
規
範
と
は
基
本
的
に
双
方
の
規
範
が
一
体
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
並
立
し
た
主
権
国
家
で
構
成
さ
れ
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
国
家
を
包
括
的
に
規
律
す
る
憲
法
お
よ
び
国

際
統
治
機
構
は
存
在
し
な
い
。
法
実
証
主
義
的
観
点
か
ら
は
、
国
家
の
自
足
性
を
前
提
と
し
た
国
家
の
最
高
性
、
独
立
性
お
よ
び
平
等
性

を
尊
重
す
る
点
に
お
い
て
、
今
日
ま
で
国
際
法
と
国
内
法
は
依
然
と
し
て
事
実
上
の
二
元
的
な
関
係
を
保
っ
て
き
た
と
い
え
る（11
（

。
か
か
る

観
点
か
ら
は
、
国
際
社
会
は
主
権
国
家
の
意
思
が
合
致
す
る
範
囲
で
成
立
す
る
合
意
社
会
と
し
て
把
握
さ
れ
、
個
々
の
国
際
法
に
よ
っ
て

規
律
さ
れ
た
分
権
的
な
構
造
を
も
つ
と
い
え
る
。
ゆ
え
に
、
国
内
法
秩
序
と
は
異
な
り
、
実
定
国
際
法
学
に
お
い
て
は
裁
判
規
範
が
必
ず

し
も
日
常
の
国
家
実
行
を
規
律
す
る
行
為
規
範
と
は
い
え
な
い
。
例
え
ば
、
行
為
規
範
と
し
て
の
「
国
際
礼
譲
（international com

ity

（」

に
対
す
る
違
反
の
場
合
に
は
、
相
手
国
に
は
そ
れ
と
同
程
度
の
国
際
礼
譲
違
反
で
報
い
る
「
報
復
（retortion

（」
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、

さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
法
違
反
行
為
の
場
合
に
は
被
害
国
に
は
同
じ
程
度
の
国
際
法
違
反
で
対
応
す
る
「
復
仇
（reprisal

（」
が
認
め
ら
れ

て
き
た
の
で
あ
る（1（
（

。
こ
の
点
か
ら
も
、
厳
密
に
両
者
の
性
質
を
備
え
た
規
範
は
条
約
と
慣
習
国
際
法
に
限
定
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
（
国

際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
一
項
ａ
、
ｂ
（（

11
（

。
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ま
た
、
国
内
法
の
統
治
機
構
と
の
比
較
に
お
い
て
、
国
際
社
会
で
は
統
一
的
な
立
法
・
行
政
・
司
法
機
関
が
存
在
し
な
い
た
め
、
法
の

本
質
た
る
強
制
力
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
た
場
合
、
実
在
的
強
制
（
実
効
性
（
の
点
で
は
国
内
法
に
比
べ
て
国
際
法
は
未
熟
な
法
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
為
的
強
制
（
妥
当
性
（
の
点
で
は
国
内
法
に
劣
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
組
織
的
な
統
一
性
を
も
っ
た
権
力
の
法
と
し
て
の
国

内
法
に
対
し
て
、
よ
り
広
く
調
整
お
よ
び
相
互
交
流
の
法
と
し
て
の
性
格
が
国
際
法
に
は
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る（11
（

。

な
お
、
形
式
的
法
源
と
し
て
の
条
約
と
慣
習
国
際
法
の
価
値
は
同
等
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
両
者
の
間
に
効
力
上
の
優
劣
は
存
在
し
な

い
。
た
だ
し
、
一
般
的
な
法
律
関
係
に
お
け
る
「
後
法
は
先
法
に
勝
る
（lex posterior derogat priori

（」
原
則
、
お
よ
び
「
特
別
法
は

一
般
法
に
勝
る
（lex specialis derogat lege generali

（」
原
則
は
国
際
法
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
今
日
ま
で
の
国
際
法
実
務
を
通
じ

て
、
条
約
は
特
別
法
や
後
法
と
し
て
少
な
か
ら
ず
優
先
的
に
適
用
さ
れ
て
き
た（11
（

。

第
二
章 

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
「
国
際
法
の
一
般
原
則
」

第
一
節　

国
際
法
親
和
性
原
則
と
「
国
際
法
の
一
般
原
則
」

（
（
（
国
際
法
親
和
性
（
国
際
法
に
対
す
る
友
好
性
（
原
則

次
に
、
ド
イ
ツ
の
基
本
法
（Grundgesetz, GG

（
を
通
じ
た
実
定
国
際
法
の
受
容
は
お
よ
そ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る（11
（

。
ま
ず
、
条
約
の

受
容
に
関
す
る
根
拠
と
な
る
の
が
第
五
九
条
二
項
で
あ
り
、「
連
邦
の
政
治
的
関
係
を
規
律
し
、
又
は
、
連
邦
の
立
法
の
対
象
に
関
わ
る

条
約
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
連
邦
の
立
法
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
機
関
の
、
連
邦
法
律
の
形
式
で
の
同
意
又
は
協
力
を
必
要
と
す
る
」。
こ

の
場
合
、
国
内
に
お
い
て
実
際
に
実
施
さ
れ
る
の
は
当
該
条
約
自
体
で
は
な
く
、
新
た
に
制
定
さ
れ
た
国
内
法
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
条
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ド
イ
ツ
基
本
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国
際
法
の
一
般
原
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（
福
王
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約
と
は
、「
国
家
の
存
立
、
国
家
領
域
の
不
可
侵
性
、
国
家
の
独
立
性
、
国
家
の
地
位
お
よ
び
重
要
な
影
響
力
」
を
内
容
的
に
扱
う
も
の

と
さ
れ
る（11
（

。
こ
れ
は
「
条
約
法
律
（V

ertragsgesetz

（」
と
呼
ば
れ
、
連
邦
衆
議
院
お
よ
び
参
議
院
を
通
じ
て
新
し
く
国
内
法
の
形
式
で

規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（11
（

。
ま
た
、
内
容
的
に
解
釈
を
誤
り
や
す
い
部
分
を
含
む
条
約
に
つ
い
て
は
、
基
本
法
第
七
七
条
を
考
慮
し
て

「
同
意
法
律
（Zustim

m
ungsgesetz

（」
の
形
で
発
せ
ら
れ
る（11
（

。
よ
っ
て
、
第
五
九
条
二
項
の
場
合
に
お
け
る
条
約
の
実
施
手
続
に
照
ら
す

な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
条
約
の
受
容
形
態
と
は
、
基
本
的
に
新
た
な
国
内
立
法
措
置
を
必
要
と
す
る
「
変
型
（T

ransform
ation

（」

方
式
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
基
本
法
第
二
五
条
で
は
「
連
邦
法
の
構
成
部
分
と
し
て
の
国
際
法
」
に
つ
い
て
定
め
て
い
る（11
（

。
こ
れ
は
、
第
五
九
条
二
項
の
条
約

と
は
異
な
る
概
念
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
第
二
五
条
に
よ
れ
ば
、「
国
際
法
の
一
般
的
諸
原
則
（Die allgem

einen Regeln des Völkerverrechts

（

は
連
邦
法
の
構
成
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
法
律
に
優
先
し
、
連
邦
領
域
の
住
民
に
対
し
て
直
接
に
権
利
・
義
務
を
生
ぜ
し
め
る
」。

こ
れ
は
第
二
次
大
戦
後
に
ド
イ
ツ
が
そ
の
憲
政
史
上
初
め
て
国
際
法
に
対
し
て
国
内
法
を
開
こ
う
と
し
た
姿
勢
の
表
れ
だ
と
解
さ
れ
て
お

り
、
開
か
れ
た
基
本
法
の
姿
勢
は
、「
国
際
法
親
和
性
（
ま
た
は
国
際
法
に
対
す
る
友
好
性
、V

ölkerrechtsfreundlichkeit

（」
と
称
さ
れ
て

い
る（11
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
基
本
法
が
組
織
す
る
当
該
国
家
の
国
際
法
秩
序
へ
の
編
入
」
を
前
提
と
し
て
い
る
、

と
判
示
す
る（1（
（

。
ま
た
、
基
本
法
は
第
二
五
条
が
規
定
す
る
「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
の
中
で
も
特
に
条
約
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

特
別
の
「
国
際
法
親
和
性
」
へ
の
責
務
を
負
っ
て
い
る
と
さ
れ
る（11
（

。
同
様
の
観
点
か
ら
、
国
際
法
親
和
性
原
則
は
、
第
二
四
条
の
「
国
際

的
な
協
働
（internationale Zussam

enarbeit

（」
原
則
お
よ
び
第
二
六
条
の
「
諸
国
民
の
友
好
的
共
存
（das friedlichen 

Zussam
enleben

（」
の
原
則
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
際
法
の
受
容
に
は
、
国
内
立
法
化
さ
れ
る
個
別
条
約
を
介
し
た
「
変
型
（T

ransform
ation

（」、
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と
「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
と
し
て
の
直
接
的
な
「
受
容
（Rezeption

（」
と
い
う
二
つ
の
態
様
が
存
在
す
る
と
い
え
る
。

（
（
（
基
本
法
第
二
五
条
と
し
て
の
「
国
際
法
の
一
般
原
則
」

こ
の
よ
う
に
、
基
本
法
第
二
五
条
一
文
に
お
け
る
国
際
法
と
は
、「
連
邦
法
の
構
成
部
分
」
と
し
て
の
「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
を
意

味
す
る
。
こ
れ
は
第
五
九
条
二
項
の
よ
う
な
個
別
事
例
毎
に
当
事
国
間
を
拘
束
す
る
国
際
法
規
則
で
は
な
く
、
国
際
法
の
中
で
あ
ら
ゆ
る

事
例
に
つ
い
て
普
遍
的
に
国
家
を
拘
束
す
る
一
般
原
則
と
し
て
把
握
で
き
る
。
第
二
文
に
よ
れ
ば
、
当
該
原
則
は
国
内
立
法
措
置
を
経
ず

に
ド
イ
ツ
の
国
内
法
律
に
優
先
し
て
連
邦
領
域
の
住
民
を
直
接
的
に
規
律
す
る
。
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
国
内
法
に
お
け
る
「
国
際
法
の
一
般

原
則
」
と
は
、
憲
法
た
る
基
本
法
よ
り
は
下
位
に
、
ま
た
国
内
法
律
よ
り
は
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
、
優
先
的
連
邦
法
と
し
て
の
特
性

を
有
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
ま
た
、「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
と
は
、
例
え
ば
過
半
数
の
国
家
に
一
般
的
に
適
用
さ
れ
た
り
、
さ
ら

に
は
「
は
る
か
に
大
多
数
の
国
家
」
が
認
め
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
明
示
的
な
承
認
は
問
題

と
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
当
初
か
ら
一
貫
し
て
承
認
を
拒
否
し
て
い
る
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
は
国
際
法
上
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
さ

れ
る（11
（

。
国
際
法
の
一
般
原
則
が
実
際
に
国
内
裁
判
で
適
用
さ
れ
た
例
と
し
て
は
、「
属
地
主
義
原
則
（T

erritorialitätsprinzip

（」、「
治
外
法
権

（Im
m

unität

（」、「
外
交
官
（D

iplom
aten

（」
の
接
受
等
が
挙
げ
ら
れ
る（11
（

。
私
人
を
め
ぐ
る
裁
判
を
通
じ
て
適
用
さ
れ
た
原
則
と
し
て
は
、

「
権
利
保
護
（Rechtsschutz

（」、「
犯
罪
人
引
渡
し
（A

uslieferung

（」
等
が
挙
げ
ら
れ
る（11
（

。

ま
た
、
条
約
お
よ
び
慣
習
国
際
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
慣
習
国
際
法
は
一
般
法
と
し
て
、
条
約
以

上
の
普
遍
性
を
有
す
る
と
解
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
い
て
、
慣
習
国
際
法
を
直
接
的
に
規
定
し
た
文
言
は
存
在
し
な
い
。
し
か
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し
、
そ
れ
は
決
し
て
消
極
的
な
意
味
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
慣
習
国
際
法
が
国
際
法
の
一
般
原
則
と
し
て
す
で
に
理
解
さ
れ
て
い

る
と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る（11
（

。
こ
れ
に
対
し
、
条
約
と
は
個
別
主
権
国
家
間
の
明
示
的
な
合
意
で
あ
り
、
第
三
国
に
対
す

る
一
般
的
な
効
力
は
欠
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
仮
に
多
数
国
間
条
約
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
条
約
自
体
は
普
遍
性
を
も
っ
た
「
国
際
法

の
一
般
原
則
」
に
は
属
さ
な
い（11
（

。
も
っ
と
も
、
一
定
の
多
数
国
間
条
約
は
第
二
五
条
に
当
て
は
ま
る
よ
う
な
慣
習
法
的
原
則
を
含
み
う

る
。
そ
の
際
に
前
提
と
な
る
の
は
、
当
該
原
則
が
条
約
と
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
慣
習
国
際
法
と
し
て
も
一
般
的
に
適
用

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
双
方
が
衝
突
し
た
場
合
に
条
約
は
慣
習
法
に
対
し
て
優
先
す
る
が
、
そ
れ
は
慣
習
国
際
法

が
例
外
的
に
強
行
的
な
国
際
法
と
し
て
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
で
あ
る（11
（

。

第
二
節　

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
の
審
査
手
続

（
（
（
条
約
の
審
査
手
続

国
際
法
の
一
般
原
則
と
し
て
の
性
格
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
、
ド
イ
ツ
の
国
内
裁
判
で
は
こ
れ
が
連
邦
法
の
構
成
部
分
で
あ
る
か
が
審

査
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
一
般
に
、
国
内
法
と
し
て
受
容
さ
れ
た
条
約
は
以
下
の
審
査
手
続
を
経
る
。

既
述
の
と
お
り
、
国
内
法
と
し
て
受
容
さ
れ
た
条
約
は
、「
条
約
法
律
」
と
し
て
ド
イ
ツ
国
内
法
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
国

際
法
の
継
承
規
定
で
あ
り
、
変
型
ま
た
は
執
行
命
令
を
経
た
連
邦
法
上
の
「
法
律
（Gesetz

（」
と
し
て
の
地
位
を
も
つ
。
条
約
法
律
は
既

存
の
国
内
法
律
に
対
す
る
新
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
た
め
、
後
法
原
則
に
基
づ
く
効
力
上
の
優
位
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
同
様

の
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
ま
た
、
当
該
規
定
を
解
釈
す
る
際
に
は
、
国
際
法
上
の
原
則
を
考
慮
す

る
と
同
時
に
、
国
内
憲
法
上
の
原
則
に
つ
い
て
も
考
慮
が
必
要
と
な
る（11
（

。
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具
体
的
争
訟
を
契
機
と
し
て
基
本
法
に
対
す
る
条
約
の
効
力
が
問
題
と
な
る
場
合
、
こ
れ
は
基
本
法
と
国
内
法
律
の
問
題
と
な
る
。
こ

の
た
め
、
基
本
法
一
〇
〇
条
一
項
に
従
っ
て
「
具
体
的
規
範
統
制
（konkrete N
orm

enkontrolle

（」
の
手
続
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
、
原
審
裁
判
所
は
審
理
を
一
時
中
断
し
、
基
本
法
に
対
す
る
当
該
法
律
の
違
憲
性
の
み
を
独
立
し
て
判
断
す
る
よ
う
に
、
連
邦

憲
法
裁
判
所
に
事
件
を
移
送
す
る
こ
と
に
な
る（11
（

。

他
方
、
具
体
的
な
争
訟
を
経
ず
に
連
邦
法
律
と
し
て
の
条
約
の
違
憲
性
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
九
三
条
一
項
二
号
に
従
っ
て
、

「
抽
象
的
規
範
統
制
（abstrakte N

orm
enkontrolle

（」
の
手
続
が
必
要
と
な
る（1（
（

。
す
な
わ
ち
本
件
は
「
連
邦
法
律
、
ラ
ン
ト
（
州
（
政
府
、

も
し
く
は
連
邦
議
会
構
成
員
の
三
分
の
一
の
申
立
て
に
基
づ
き
、
連
邦
法
律
も
し
く
は
ラ
ン
ト
の
法
が
こ
の
基
本
法
と
形
式
上
お
よ
び
実

質
上
一
致
す
る
か
ど
う
か
、
又
は
、
ラ
ン
ト
の
法
が
そ
の
他
の
連
邦
法
と
一
致
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
意
見
の
相
違
又
は
疑
義
が
あ
る

場
合
」
と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
管
轄
権
に
属
す
る
。
抽
象
的
規
範
統
制
手
続
を
経
て
、
当
該
条
約
が
基
本
法
に
違
反
す
る
と
判
断

さ
れ
た
場
合
、
こ
の
条
約
は
手
続
上
連
邦
法
律
と
し
て
の
効
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
条
約
締
結
権
者
の
意
思
は
優

先
的
に
尊
重
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
問
題
の
法
律
に
つ
い
て
即
時
に
は
全
部
無
効
と
判
断
さ
れ
な
い
場
合
が
多
い
。
こ
の

点
に
つ
き
、
旧
Ｅ
Ｃ
に
西
ド
イ
ツ
が
加
盟
す
る
際
に
、
基
本
権
規
定
が
欠
如
し
て
い
る
点
な
ど
の
問
題
点
を
抱
え
つ
つ
も
、
違
憲
部
分
の

確
認
に
留
ま
っ
た
事
例
等
が
挙
げ
ら
れ
る（11
（

。

（
（
（「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
の
審
査
手
続

こ
れ
に
対
し
て
、「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
の
審
査
手
続
は
次
の
過
程
を
経
る
。
問
題
と
な
る
国
際
法
上
の
原
則
が
裁
判
上
で
適
さ
れ

た
場
合
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
原
審
裁
判
所
裁
判
官
の
移
送
に
従
い
、
基
本
法
第
一
〇
〇
条
二
項
に
基
づ
い
て
当
該
国
際
法
原
則
が
連
邦
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法
の
構
成
部
分
で
あ
る
か
に
つ
き
決
定
す
る
。
本
手
続
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
提
起
す
る
際
に
は
具
体
的
な
法
的
紛
争
が
必
要
と
さ
れ
て

お
り
、
国
際
法
の
効
力
問
題
を
提
訴
す
る
権
限
は
原
審
裁
判
所
に
限
定
さ
れ
て
い
る（11
（

。
最
上
級
の
憲
法
機
関
と
さ
れ
る
連
邦
議
会
や
連
邦

政
府
は
、
第
二
項
の
問
題
を
自
ら
直
接
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
措
置
に
関
す
る
具
体
的
な
法
律

紛
争
の
範
囲
内
で
、
疑
義
は
い
わ
ば
間
接
的
に
裁
判
所
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
る
に
留
ま
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
第
八
三
条
二
項
二
段
に

基
づ
い
て
、
最
上
級
の
憲
法
機
関
は
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
諸
手
続
に
は
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る（11
（

。

ま
た
、
第
一
〇
〇
条
二
項
を
通
じ
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
審
査
で
き
る
の
は
、
一
定
の
国
際
法
の
原
則
が
連
邦
法
と
し
て
存
在
す
る
か

ど
う
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
個
人
に
対
す
る
権
利
お
よ
び
義
務
を
生
ず
る
か
に
留
ま
る（11
（

。
ゆ
え
に
、
あ
る
具
体
的
な
法
律
紛
争
に
お
い
て
、

す
で
に
国
内
法
律
と
し
て
受
容
さ
れ
た
国
際
法
規
（
条
約
（
が
国
際
法
の
一
般
原
則
と
一
致
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
場
合
、
こ
れ
は

国
内
法
の
問
題
と
し
て
、
具
体
的
規
範
統
制
（
基
本
法
第
一
〇
〇
条
一
項
（
の
手
続
を
経
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
項
に
よ
っ

て
は
優
先
的
な
連
邦
法
と
し
て
の
国
際
法
優
位
の
問
題
が
扱
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
二
項
の
手
続
に
よ
り
国
際
法
の
一
般
原
則
と
し
て
の
審
査
の
対
象
と
な
る
た
め
に
は
、
初
め
に
当
該
法
律
紛
争
に
国
際

法
上
の
疑
義
が
現
れ
る
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
る
。
行
政
、
立
法
手
続
上
の
疑
義
お
よ
び
具
体
的
な
法
律
紛
争
を
介
さ
な
い
学
問
的
な
論
争

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
移
送
す
る
こ
と
は
で
き
な
い（11
（

。

な
お
、
決
定
の
主
文
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
第
八
三
条
一
項
に
従
っ
て
述
べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
基
本
法
第
一
〇
〇
条
二
項
の
問
題
に

つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
国
際
法
の
原
則
が
連
邦
法
の
構
成
部
分
で
あ
る
か
ど
う
か
、
及
び
、
そ
れ
が
個
人
に
対
し
て
直
接
に
権

利
・
義
務
を
生
ず
る
か
ど
う
か
を
、
そ
の
裁
判
に
お
い
て
確
定
す
る（11
（

」。
肯
定
的
な
決
定
の
場
合
、「
以
下
の
国
際
法
の
一
般
原
則
が
存
在

す
る
。
こ
の
原
則
は
、
連
邦
法
の
構
成
部
分
で
あ
る
」
と
判
示
さ
れ
る
。
否
定
的
な
決
定
の
場
合
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
連
邦
法
の
性
質
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に
つ
い
て
の
言
い
渡
し
を
控
え
た
上
で
、「
…
…
と
定
め
る
国
際
法
の
一
般
原
則
は
存
在
し
な
い
」
と
判
示
す
る（11
（

。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

決
定
主
文
は
「
法
律
と
し
て
の
効
力
（Gesetzeskraft

（」
を
有
す
る
。
こ
の
決
定
主
文
は
連
邦
法
務
大
臣
に
よ
り
連
邦
官
報
に
公
布
さ
れ

る
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
三
一
条
第
二
項
（。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
手
続
を
通
じ
て
下
さ
れ
た
重
要
な
決
定
は
多
く
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、

国
際
法
を
尊
重
し
て
き
た
ド
イ
ツ
の
基
本
姿
勢
が
窺
え
る
。
一
〇
〇
条
二
項
に
基
づ
く
移
送
手
続
の
上
の
請
求
権
認
容
に
つ
い
て
で
あ

る
（
11
（

。

第
三
章 
国
内
法
の
一
般
原
則
と
の
交
錯

第
一
節　

文
明
国
が
認
め
た
法
の
一
般
原
則

（
（
（
概
要

以
上
、「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
基
本
法
お
よ
び
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
の
関
わ
り
か
ら
概
観
し
て
き
た
。
こ
れ
ら

を
踏
ま
え
、
関
連
す
る
実
定
国
際
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
（
規
程
第
三
八
条
一
項
ｃ
の
「
文
明
国
が
認
め
た

法
の
一
般
原
則
」
と
の
関
連
か
ら
言
及
し
た
い
。

一
九
四
六
年
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程
で
は
、
条
約
、
慣
習
国
際
法
に
次
い
で
第
三
八
条
一
項
ｃ
に
「
文
明
国
が
認
め
た
法
の
一
般
原
則
」
を
規

定
し
て
い
る
。
歴
史
的
に
も
、
同
原
則
は
実
定
国
際
法
上
の
形
式
的
法
源
と
は
理
論
上
区
別
さ
れ
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
本
来
、
同
原
則
は

基
本
法
第
二
五
条
の
「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
と
は
異
な
る
概
念
で
あ
る
。

「
文
明
国
が
認
め
た
法
の
一
般
原
則
」
が
初
め
て
国
際
司
法
裁
判
上
の
裁
判
基
準
と
し
て
明
文
化
さ
れ
た
の
は
、
一
九
二
〇
年
の
常
設



三
九
九

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
（
規
程
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
定
国
際
法
の
欠
缺
に
よ
る
「
裁
判
不
能
（non liquet

（」
を
回
避

す
る
た
め
に
、
法
実
証
主
義
に
お
い
て
妥
協
的
に
導
入
さ
れ
た
法
概
念
で
あ
る
。
本
原
則
は
国
際
連
盟
の
要
請
に
基
づ
く
「
法
律
家
諮
問

委
員
会
」
の
審
議
を
経
て
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
規
程
第
三
八
条
一
項
第
三
段
に
明
文
化
さ
れ
た
。
こ
れ
が
現
在
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程
第
三
八
条
一
項
ｃ
と

し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る（11
（

。
同
委
員
会
の
審
議
過
程
お
よ
び
近
代
の
国
際
仲
裁
裁
判
例
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
こ
こ
で
本
来
予
定
さ
れ
た

「
文
明
国
が
認
め
た
法
の
一
般
原
則
」
と
は
、
お
よ
そ
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
キ
リ
ス
ト
教
文
明
国
の
国
内
法
に
共
通
の
原
則
」
で
あ
る
。
ま

た
、
そ
の
起
源
は
か
つ
て
ロ
ー
マ
帝
国
内
の
市
民
を
規
律
し
て
い
た
国
内
私
法
と
し
て
の
「
ロ
ー
マ
市
民
法
（jus civile

（」
に
求
め
ら
れ

る
。
歴
史
上
、
帝
国
の
発
展
過
程
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
文
化
と
と
も
に
ロ
ー
マ
市
民
法
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
普
及
し
て
い
っ
た
と

解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
近
代
以
降
の
国
際
法
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
を
中
心
と
し
て
発
達
し
て
き
た
た
め
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世

紀
に
お
け
る
「
文
明
国
」
と
は
、
か
か
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
主
に
意
味
し
て
き
た
の
で
あ
る（1（
（

。
近
代
以
降
の
国
際
仲
裁
裁
判
を
通
じ

て
、
こ
れ
ら
の
国
内
私
法
原
則
は
私
人
間
の
関
係
を
対
等
な
国
家
間
関
係
に
準
え
る
形
で
援
用
さ
れ
、
条
約
お
よ
び
国
際
慣
習
法
に
次
ぐ

第
三
の
判
決
の
淵
源
と
し
て
柔
軟
に
用
い
ら
れ
て
き
た（11
（

。

し
か
し
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
裁
判
実
務
の
歴
史
上
、「
文
明
国
が
認
め
た
法
の
一
般
原
則
」
が
判
決
の
直
接
的
基
準
と
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
国
家
責
任
を
め
ぐ
る
若
干
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
国
内
私
法
の
原
則
が
援
用
さ
れ
る
に
留
ま
っ
て
き
た
の
で
あ

る
（
11
（

。
こ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
内
在
的
原
因
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
本
原
則
の
起
源
た
る
ロ
ー
マ
市
民
法
が
私
法
を
中
心
と
し
た
実
定

法
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
ま
だ
公
法
と
は
十
分
に
分
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
自
然
法
の
要
素
も
含
ま
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
第
二
に
、 

Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
規
程
設
置
当
時
の
文
明
国
概
念
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
今
日
的
規
模
に
ま
で
拡
大
し
た
国
際
社
会
の
概
念
に
当
て
は
ま
ら
な
く

な
っ
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
矛
盾
は
裁
判
審
理
の
予
測
性
欠
如
を
も
た
ら
し
、
裁
判
自
体
の
信
頼
性
に
不
安
定
な
要
素
を
提
起
す
る
こ
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と
と
な
っ
た
。
す
で
に
一
九
六
〇
年
代
に
は
、
賠
償
責
任
を
争
点
と
す
る
訴
訟
に
つ
き
、
特
に
国
際
的
な
政
治
力
に
劣
る
途
上
国
が
裁
判

付
託
を
躊
躇
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（11
（

。
こ
う
し
て
、
戦
後
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
実
務
に
お
い
て
「
文
明
国
が
認
め
た
法
の
一

般
原
則
」
は
次
第
に
裁
判
規
範
と
し
て
の
適
用
場
面
か
ら
す
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
（
（
実
定
国
際
法
上
お
よ
び
ド
イ
ツ
国
内
法
上
の
位
置
づ
け

こ
れ
ら
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
従
来
の
厳
密
な
実
定
国
際
法
学
に
お
い
て
「
文
明
国
が
認
め
た
法
の
一
般
原
則
」
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
に

把
握
で
き
る
。

本
来
、
本
原
則
は
国
際
司
法
裁
判
に
お
い
て
、
適
用
す
べ
き
条
約
と
慣
習
国
際
法
が
欠
缺
し
た
場
合
に
の
み
援
用
が
許
さ
れ
た
国
内
法

原
則
で
あ
る
。
本
原
則
は
裁
判
の
場
面
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
点
で
「
裁
判
規
範
」
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
個
々
の
国
内
法
原
則
は
そ
れ

ぞ
れ
当
該
裁
判
に
お
い
て
の
み
類
推
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
法
の
一
般
原
則
自
体
は
日
常
の
国
家
実
行
を
規
律
す
る
行

為
規
範
と
は
い
え
な
い
た
め
、
条
約
や
慣
習
国
際
法
と
同
じ
形
式
的
法
源
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
仮
に
、
既
存
の
実
定

国
際
法
が
欠
缺
し
た
裁
判
に
お
い
て
、
あ
る
国
内
法
原
則
が
法
の
一
般
原
則
と
し
て
援
用
さ
れ
た
後
も
国
際
社
会
一
般
の
国
家
実
行
を
規

律
す
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
、
当
該
原
則
は
も
は
や
法
の
一
般
原
則
と
は
い
え
な
い
。
相
当
期
間
に
及
ぶ
国
家
実
行
の
反
復
継
続
と
い
う

慣
行
に
よ
っ
て
新
た
に
行
為
規
範
と
し
て
の
性
格
が
備
わ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
自
発
的
な
遵
法
精
神
た
る
国
家
の
法
的
確
信
が
得
ら
れ
た

と
み
な
せ
る
点
に
お
い
て
、
当
該
原
則
は
慣
習
国
際
法
へ
と
昇
華
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る（11
（

。
そ
の
意
味
で
は
、
法
の
一
般
原
則
概
念
は

国
内
法
と
国
際
法
を
連
結
す
る
役
割
を
果
た
す
も
の
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
規
程
の
設
置
か
ら
一
世
紀
を
経
て
国
際
法
お
よ
び
国
際
裁
判
も
多
様
な
分
野
に
及
ん
で
き
て
お
り
、
法
の
一
般
原
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ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

則
概
念
も
ま
た
多
義
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
国
際
法
が
変
革
過
程
に
あ
る
よ
う
な
時
期
に
は
、
法

源
論
の
本
来
の
関
心
事
項
で
あ
る
立
法
的
側
面
、
す
な
わ
ち
国
際
法
が
い
か
に
形
成
さ
れ
る
か
と
い
う
能
動
的
契
機
の
究
明
に
そ
の
重
点

が
移
行
」
し
て
き
て
い
る（11
（

。
事
実
、
国
際
仲
裁
裁
判
、
国
際
刑
事
裁
判
の
場
面
で
は
同
概
念
が
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
さ
ら

に
は
地
域
的
国
際
法
分
野
で
は
あ
る
が
、
旧
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
現
在
の
Ｅ
Ｕ
法
分
野
に
お
い
て
、
法
の
一
般
原
則
は
一
定
の
行
為
規
範
と
し
て

の
役
割
を
も
果
た
し
つ
つ
あ
る（11
（

。

ま
た
、
法
実
証
主
義
を
採
り
な
が
ら
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
文
明
国
が
認
め
た
法
の
一
般
原
則
」
は
比
較
的
柔
軟
な
受
容
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
例
え
ば
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
や
概
説
書
に
は
、「
一
般
国
際
法
上
の
一
般
原
則
（die allgem

einen 

Regeln des V
ölkerverrecht

（」
の
範
疇
に
「
文
明
国
の
国
内
法
に
共
通
な
一
般
原
則
（die von den K

ulturvölkern anerkannten 

allgem
einen Rechtsgrundsätze

（」
を
入
れ
て
解
釈
す
る
姿
勢
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る（11
（

。
こ
こ
に
は
、
本
来
異
な
る
二
つ
の
概
念
を

区
別
せ
ず
に
包
括
的
に
捉
え
る
姿
勢
が
窺
え
る
。

第
二
節　

国
際
法
の
一
般
原
則
と
国
内
法
の
一
般
原
則
と
の
交
錯

（
（
（
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
秩
序
の
形
成
と
国
家
主
権
の
移
譲

従
来
、
法
の
一
般
原
則
は
国
家
間
の
明
示
的
な
合
意
を
経
な
い
国
内
法
原
則
で
あ
る
た
め
、
ど
の
程
度
ま
で
一
般
性
を
も
つ
の
か
が
問

題
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
国
家
主
権
概
念
の
捉
え
方
と
も
密
接
に
関
わ
る
と
い
え
る
。
特
に
、
二
つ
の
大
戦
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
き

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
一
運
動
と
新
た
な
地
域
的
国
際
法
秩
序
の
形
成
は
、
従
来
の
法
の
一
般
原
則
概
念
に
多
様
性
と
深
化
を
も
た
ら
し
た（11
（

。

国
際
法
学
上
、
一
般
に
国
家
間
関
係
に
お
け
る
伝
統
的
な
「
国
家
主
権
」
概
念
と
は
、
国
家
の
自
己
保
存
を
前
提
と
し
た
法
実
証
主
義
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の
立
場
に
基
づ
い
て
対
外
的
な
国
家
の
独
立
権
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
対
外
的
な
国
家
主
権
の
内
容
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
、
国

家
を
構
成
す
る
諸
要
素
で
あ
る
。
一
九
三
三
年
の
モ
ン
テ
ビ
デ
オ
条
約
で
明
記
さ
れ
た
と
お
り
、
国
際
法
上
、
国
家
を
構
成
す
る
要
素
と

し
て
は
、
領
域
、
国
民
と
し
て
の
永
久
的
住
民
、
政
府
、
お
よ
び
外
交
能
力
（
国
際
法
を
遵
守
す
る
意
思
と
能
力
（
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
は
本
来
的
に
他
の
国
家
や
国
際
機
構
に
対
し
て
委
譲
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
国
家
の
至
高
の
利
益
と
解
さ
れ
て
き
た
。

た
だ
し
、
二
〇
世
紀
の
国
際
連
盟
期
に
お
け
る
法
実
証
主
義
的
な
立
場
か
ら
も
、
国
際
機
構
と
国
家
と
の
新
た
な
法
的
関
係
を
構
築
す

る
必
要
性
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
国
際
法
優
位
の
一
元
論
を
主
張
し
て
い
た
ウ
ィ
ー
ン
学
派
に
よ
れ
ば
、「
国
家
法
に
対
し
て
は
国
際
法

上
の
規
定
に
優
位
性
が
帰
属
す
る
。
個
々
の
国
家
の
法
秩
序
は
国
際
法
秩
序
の
中
で
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
成
立
と
消
滅

の
法
的
な
前
提
を
規
律
し
、
ま
た
自
ら
の
権
限
を
空
間
的
、
人
的
お
よ
び
実
態
的
な
観
点
か
ら
決
定
す
る
国
家
を
、
国
際
法
は
定
義
づ
け

る
の
で
あ
る（11
（

」。

特
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
（H

. K
elsen

（
に
よ
る
国
際
法
の
捉
え
方
の
基
礎
に
は
「
す
べ
て
の
法
を
ひ
と
つ
の
統
一
的
な
法
体
系
と
し
て
把
握

し
よ
う
と
す
る
」
点
で
、
認
識
上
の
立
脚
点
の
統
一
を
前
提
と
す
る
新
カ
ン
ト
派
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
ボ
ー
ダ
ン
（J. 

Bodin

（
の
理
論
に
ま
で
遡
り
、
現
段
階
の
国
際
社
会
で
は
国
家
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
主
権
を
有
す
る
た
め
、
国
家
自
体
が
最
高
の
秩

序
で
あ
る
と
す
る
国
家
主
権
理
論
が
先
行
し
て
い
る
事
実
を
認
め
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
徐
々
に
「
個
々
の
国
家
を
そ
れ
ら
の
権
力
領

域
に
お
い
て
相
反
し
て
限
定
し
た
り
、
ま
た
法
主
体
を
互
い
に
調
和
さ
せ
た
り
す
る
法
秩
序
と
し
て
」、「
権
利
の
享
有
主
体
と
し
て
考
え

ら
れ
て
い
た
国
家
を
越
え
て
、
当
該
国
を
他
国
に
対
し
て
義
務
づ
け
た
り
権
限
を
付
与
し
た
り
す
る
国
際
法
が
存
在
す
る
」。
な
ぜ
な
ら

ば
、
主
権
概
念
は
時
代
と
共
に
徐
々
に
変
遷
す
る
た
め
、「
絶
え
ず
増
大
す
る
世
界
規
模
の
組
織
が
国
際
法
の
成
立
お
よ
び
漸
進
的
な
強

化
に
伴
っ
て
、
超
国
家
的
な
法
的
共
同
体
と
し
て
存
在
し
て
き
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
主
権
理
論
は
超
国
家
的
権
力
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に
対
し
て
そ
の
観
念
体
系
を
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（1（
（

」。

ま
た
、
第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
欧
州
統
一
運
動
の
直
接
的
契
機
は
、
一
九
四
六
年
に
チ
ャ
ー
チ
ル
（W

・Churchill

（
が
チ
ュ
ー
リ
ッ

ヒ
で
欧
州
全
体
に
向
け
て
行
っ
た
演
説
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
同
演
説
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
家
族
を
再
興
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
中
で

こ
そ
欧
州
は
平
和
に
生
き
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
一
種
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
と
し
て
の
具
体
的
な
組
織
を
創
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
ま
ず
は
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
第
一
歩
と
し
て
地
域
的
な
国
際
組
織
を
創
設
す
べ

き
で
あ
る（11
（

。
こ
れ
を
受
け
、
四
八
年
に
は
欧
州
統
一
運
動
国
際
委
員
会
に
よ
り
、
ハ
ー
グ
で
「
欧
州
会
議
（Congress of Europe

（」
が

開
催
さ
れ
、「
主
権
的
権
利
（Sovereign Rights

（」
に
関
す
る
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
会
議
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が

自
ら
の
主
権
的
権
利
の
一
部
を
移
譲
お
よ
び
融
合
す
る
こ
と
で
共
通
の
政
治
的
お
よ
び
経
済
的
活
動
を
確
保
し
て
共
通
の
資
源
の
統
合
お

よ
び
適
切
な
発
展
に
向
け
て
い
く
時
期
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
宣
言
す
る
（
第
三
段
落
（。
ど
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
ま
た
は
連
邦
も

そ
の
構
成
員
の
安
全
を
確
保
し
、
外
部
の
統
制
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
他
の
い
か
な
る
国
家
に
も
対
立
す
べ
く
指
揮
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
点
を
考
慮
す
る
（
第
四
段
（。
連
合
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
喫
緊
の
任
務
と
し
て
漸
進
的
に
民
主
主
義
的
社
会
体
系
を
構
築
し
、

政
治
的
な
民
主
主
義
が
人
々
を
専
制
的
な
権
力
か
ら
保
護
す
る
よ
う
に
、
同
体
系
の
目
的
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
種
の
隷
属
や
経
済
的
不
安

定
性
か
ら
人
々
を
自
由
に
す
る
こ
と
を
命
じ
る
（
第
五
段
（。
連
合
化
ま
た
は
連
邦
化
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
の
統
一
の

み
が
ド
イ
ツ
問
題
の
経
済
的
お
よ
び
政
治
的
側
面
の
解
決
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
（
第
六
段
（（

11
（

。

翌
四
九
年
、
同
決
議
の
趣
旨
は
西
ド
イ
ツ
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
に
お
い
て
具
体
的
に
明
文
規
定
化
さ
れ
て
い
る（11
（

。
同
法
第

二
四
条
に
よ
れ
ば
、「
連
邦
は
、
法
律
に
よ
り
、
高
権
的
権
利
を
国
際
機
関
に
委
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る（11
（

」。
こ
こ
に
お
い
て
、「
高
権
的

権
利
（H

oheitsrechte

（」
ま
た
は
高
権
的
主
権
と
は
、
国
家
の
存
立
に
関
わ
る
重
要
性
を
も
ち
つ
つ
も
国
際
機
構
に
委
譲
で
き
る
権
利
と
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し
て
把
握
さ
れ
た
。
ま
た
、
従
来
の
主
権
概
念
は
、
国
際
機
構
に
委
譲
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
最
高
か
つ
不
可
分
の
絶
対
的
主
権

（Souveränität

（」
と
し
て
厳
密
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た（11
（

。
か
か
る
国
家
主
権
の
捉
え
方
は
、
国
際
機
構
の
実
効
性
を
確
保
す
る
こ

と
に
通
じ
る
と
い
う
点
で
先
駆
的
な
試
み
で
あ
り
、
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
（
の
設
立
に
強
い
影
響
を
与
え
た
と
解
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
高
権
的
主
権
と
絶
対
的
主
権
を
明
確
に
区
分
す
る
明
確
な
基
準
は
基
本
法
上
で
示
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
Ｅ
Ｃ
内
部
に
お
い
て
も
、
高
権
的
権
利
と
絶
対
的
主
権
を
明
確
に
区
分
す
る
明
確
な
基
準
は
法
的
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

の
結
果
、
同
機
構
お
よ
び
構
成
国
の
権
限
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
に
属
す
る
べ
き
か
不
明
瞭
な
領
域
が
生
じ
た
。
機
構
法
の
立
法
過
程
も
、
両 

者
の
権
限
配
分
の
問
題
と
し
て
顕
在
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
の
設
立
時
点
に
お
い
て
、
機
構
の
主
要
機
関
は
、「
議
会（A

ssem
bly,  

Parliam
ent

（」、「
理
事
会
（Council
（」、「
委
員
会
（Com

m
ission

（」
お
よ
び
「
裁
判
所
（European Court of Justice

（」
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
た
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
第
四
条
（。
し
か
し
、
共
同
体
の
立
法
定
立
権
限
が
い
ず
れ
の
機
関
に
属
し
て
い
た
か
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、
曖
昧
な
立
法
権
限
を
付
与
さ
れ
た
旧
共
同
体
の
各
意
思
決
定
機
関
に
代
わ
り
、
司
法
機
関
た
る
当
時
の
「
Ｅ
Ｃ
裁
判
所

（
Ｅ
Ｃ
Ｊ
（」
に
一
定
の
立
法
的
機
能
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
一
九
五
一
年
に
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
の
主
要
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
後
、
三
共
同
体
設
立
以
降
は
こ
れ
ら
に
共
通
の
司
法
機
関
と
し

て
機
能
し
て
き
た
。
共
同
体
法
上
、
同
裁
判
所
は
「
基
本
条
約
の
解
釈
及
び
適
用
に
つ
い
て
、
法
規
の
遵
守
を
確
保
す
る
」
と
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
条
約
第
一
六
四
条
、
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
条
約
第
三
一
条
、
Ｅ
Ｕ
Ｒ
Ａ
Ｔ
Ｏ
Ｍ
条
約
第
一
三
六
条
（。
そ
の
管
轄
権
に
つ
い
て
は
、
契

約
上
共
同
体
の
管
轄
と
す
る
と
明
文
で
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
け
ば
、
基
本
的
に
は
国
内
裁
判
所
に
属
し
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
扱
う
賠
償

訴
訟
の
多
く
は
、
共
同
体
の
非
契
約
上
の
損
倍
賠
償
責
任
を
追
及
す
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
立
法
上
の
位
置

づ
け
に
留
ま
ら
ず
、
自
ら
の
司
法
作
用
に
よ
っ
て
立
法
の
事
後
審
査
を
行
う
こ
と
で
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
共
同
体
法
の
欠
缺
補
充
と
そ
の
実
効
性
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確
保
を
図
る
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
そ
の
際
に
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
を
通
じ
て
積
極
的
に
行
わ
れ
た
の
が
、
構
成
国
の
国
内
法
や
機
構
法
全
体
の
体

系
か
ら
導
か
れ
る
法
原
則
を
「
法
の
一
般
原
則
（general principles of law

（」
と
し
て
援
用
す
る
こ
と
で
あ
っ
た（11
（

。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
司
法
作

用
を
通
じ
て
、
Ｅ
Ｃ
法
の
欠
缺
を
補
充
す
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
機
構
法
の
内
容
の
中
心
は
行
政
法
で
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
に
第
一
次
法
に
は
行
政
手
続
に
関
す
る
規
定
が
欠
缺
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
「
特
に
一
般
行
政
法
お

よ
び
基
礎
法
の
領
域
に
お
い
て
、
不
文
の
共
同
体
法
を
定
式
化
し
て
き
た
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
法
の
一
般
原
則
を
確
認
す
る
方
法

は
一
概
に
は
法
則
化
で
き
ず
、
お
よ
そ
法
の
比
較
を
通
じ
て
発
見
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
構
成
国
の
法
秩
序
に
共
通
な
法
の
一
般
原
則

は
『
比
較
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
（vergleichenden europäische Recht

（』
と
も
呼
ば
れ
て
き
た
」（

11
（

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
法
欠
缺
へ
の
対
処
を
通
じ
て
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
強
く
目
指
し
た
こ
と
と
は
、「
常
に
共
同
体
法
の
実
効
性
を
確
保
す
る
こ
と
」
で

あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
『
国
内
法
に
対
す
る
Ｅ
Ｃ
法
の
優
位
性
の
原
理
（a doctrine of suprem

acy of com
m

unity over national law

（』

が
導
か
れ
、
裁
判
所
は
本
原
理
を
確
固
と
し
て
支
持
し
て
き
た
」
と
評
さ
れ
る（11
（

。

（
（
（
Ｅ
Ｕ
法
形
成
に
向
け
た
「
法
の
一
般
原
則
」
の
役
割

こ
の
よ
う
に
、
Ｅ
Ｃ
か
ら
今
日
の
Ｅ
Ｕ
設
立
に
至
る
ま
で
の
歴
史
的
経
緯
を
通
じ
て
、
法
の
一
般
原
則
は
機
構
を
実
務
的
な
側
面
か
ら

支
え
て
き
た
。
と
り
わ
け
、「
基
本
的
人
権
」、「
補
完
性
」
お
よ
び
「
比
例
性
」
は
、
Ｅ
Ｕ
設
立
条
約
た
る
一
九
九
二
年
の
マ
ー
ス
ト
リ

ヒ
ト
条
約
を
契
機
と
し
て
条
約
規
定
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
点
で
、
法
の
一
般
原
則
は
裁
判
規
範
に
留
ま
ら
な
い
一
定
の
行
為
規
範
と

し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
事
実
に
照
ら
す
な
ら
ば
、「
法
の
一
般
原
則
」
は
そ
れ
自
体
が
新
た
な
法
を
生
み
出

す
事
実
上
の
契
機
お
よ
び
主
体
と
な
っ
て
い
た
と
（
動
態
的
に
（
把
握
で
き
る
点
で
、
一
定
の
実
質
的
法
源
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
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き
た
と
も
い
え
る（11
（

。
と
り
わ
け
、
基
本
権
規
定
た
る
Ｅ
Ｕ
法
条
約
第
六
条
三
項
の
定
立
過
程
か
ら
は
、
不
文
の
「
法
の
一
般
原
則
」
が
国

際
裁
判
の
実
務
を
通
じ
て
一
般
条
約
の
形
成
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

さ
ら
に
、
補
完
性
原
則
お
よ
び
比
例
性
原
則
の
実
践
か
ら
は
、「
法
の
一
般
原
則
」
が
国
際
機
構
の
民
主
的
統
制
の
重
要
な
手
段
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
国
内
社
会
に
お
け
る
民
主
主
義
と
は
異
な
り
、
従
来
の
国
際
法
上
の
民
主
主
義
に
つ
い
て
は
、
一
般

に
独
立
し
た
主
権
国
家
間
の
平
等
と
い
う
観
点
か
ら
、
主
に
国
連
等
の
国
際
機
構
内
部
に
お
け
る
構
成
国
の
平
等
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
に

す
ぎ
な
か
っ
た（1（
（

。
こ
れ
に
対
し
、
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
は
国
家
主
権
の
一
部
を
高
権
的
権
利
と
し
て
移
譲
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
お
り
、
機

構
の
意
思
決
定
に
様
々
な
形
で
構
成
国
が
参
加
で
き
る
仕
組
を
も
つ
に
至
っ
た
。
同
機
構
の
民
主
主
義
は
従
来
の
国
際
社
会
に
お
け
る
場

合
よ
り
も
よ
り
実
効
的
に
確
保
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
、
一
歩
進
ん
だ
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
な
お
、
民
主
主
義
に

つ
い
て
は
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
っ
て
二
〇
〇
九
年
に
新
設
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
条
約
第
二
編
に
お
い
て
独
自
の
関
連
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い

る
。
第
九
条
か
ら
第
一
二
条
ま
で
は
「
民
主
主
義
の
原
則
に
関
す
る
規
定
（PRO

V
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（」
と
し

て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

第
四
章 

国
際
法
に
お
け
る
法
原
則
の
包
括
的
把
握
を
め
ぐ
る
課
題

し
た
が
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
法
を
通
じ
た
法
の
一
般
原
則
概
念
の
多
様
化
と
役
割
の
深
化
は
、
国
際
法
の
一
般
原
則
へ
の
国
内
法
の
一
般
原
則

の
包
括
的
把
握
を
促
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
に
伴
い
、
新
た
な
課
題
も
提
起
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
基
本
権
保

障
に
伴
う
国
内
公
法
原
則
の
援
用
問
題
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
機
構
の
民
主
主
義
に
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る（11
（

。
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イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

第
一
節　

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
国
内
公
法
概
念
の
援
用
を
め
ぐ
る
問
題

（
（
（
基
本
権
保
障
を
め
ぐ
る
裁
判
と
「
法
の
一
般
原
則
」
間
の
衝
突

一
九
五
八
年
の
Ｅ
Ｃ
設
立
当
初
よ
り
、
機
構
法
の
欠
缺
へ
の
対
応
は
多
く
の
場
面
で
具
体
的
立
法
行
為
を
伴
わ
ず
に
行
わ
れ
て
い
た
。

特
に
、
経
済
共
同
体
ゆ
え
の
基
本
権
保
障
規
定
の
欠
缺
問
題
は
、
同
機
構
に
対
す
る
構
成
国
の
高
権
的
権
利
の
委
譲
と
の
関
わ
り
か
ら
深

刻
化
し
て
い
っ
た（11
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
七
四
年
に
西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
重
要
な
決
定
を
下
し
て
い
る
（solange I 

Beschluß

（。
当
時
の
Ｅ
Ｃ
法
に
よ
る
貿
易
規
制
の
違
憲
性
が
争
点
と
な
っ
た
本
決
定
に
お
い
て
、「
連
邦
憲
法
裁
判
所

（Bundesverfassungsgericht

（」
は
Ｅ
Ｃ
法
に
基
本
権
規
定
が
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
そ
れ
が
で
き
る
ま
で
の
間
は
同
憲
法
裁
判
所

が
違
憲
審
査
権
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
、
と
判
示
し
た（11
（

。
同
判
決
は
、
構
成
国
の
人
権
保
障
を
め
ぐ
る
機
構
の
消
極
的
な
姿
勢
を
転
換
さ

せ
る
契
機
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
Ｅ
Ｃ
が
基
本
権
保
障
へ
の
積
極
的
な
対
応
を
行
っ
て
い
く
に
伴
い
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
徐
々
に
機
構

へ
の
権
限
移
譲
の
範
囲
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
設
立
当
初
よ
り
、
機
構
法
に
お
け
る
人
権
全
体
を
包
括
的
に
「
法
の
一
般
原
則
」
と
し
て
規
律
す
る
こ

と
に
は
、
問
題
性
も
指
摘
さ
れ
て
き
た（11
（

。
そ
れ
は
、
法
の
一
般
原
則
概
念
自
体
に
内
在
す
る
抽
象
性
に
深
く
関
わ
る
。
一
般
に
、
私
的
自

治
を
旨
と
し
た
私
法
と
は
異
な
り
、
公
法
は
国
家
統
治
権
の
恣
意
的
な
発
動
を
抑
制
す
る
た
め
に
厳
密
に
実
定
法
で
規
律
さ
れ
る
べ
き
法

分
野
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
行
政
法
分
野
の
未
整
備
を
補
完
す
る
目
的
で
、「
自
然
的
正
義
」
の
原
則
が
Ｅ
Ｕ
法

秩
序
に
内
在
す
る
法
の
一
般
原
則
と
し
て
採
用
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
国
内
社
会
に
お
い
て
、
国
民
と
は
国
家
に
不
可
欠
な
構
成
要

素
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
権
利
の
あ
り
方
は
現
在
で
も
基
本
的
に
当
該
国
家
の
国
内
管
轄
事
項
で
あ
る
。
特
に
、
自
由
権
的
基
本
権
は
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国
家
以
前
の
権
利
で
あ
っ
て
、
厳
密
に
実
定
法
が
規
律
す
べ
き
公
法
分
野
に
属
す
る
。
こ
の
た
め
、
本
来
「
人
権
の
分
野
は
極
め
て
抽
象

的
な
法
の
一
般
原
則
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
含
ま
れ
な
い
」
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（11
（

。
事
実
、「
法
の
一
般
原
則
」
を
判
決
の
直
接
的
な
淵

源
と
し
た
た
め
に
、
判
示
に
お
け
る
明
確
性
や
客
観
性
が
疑
問
視
さ
れ
る
裁
判
例
の
存
在
も
指
摘
さ
れ
て
き
た（11
（

。

そ
の
典
型
例
と
し
て
は
、
一
九
九
四
年
の“X

 v Com
m

ission”

事
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
件
は
Ｅ
Ｃ
時
代
の
八
九
年
に
起
き
た
事
件

で
あ
り
、
Ｅ
Ｃ
委
員
会
臨
時
職
員
の
採
用
審
査
時
に
応
募
者
本
人
の
同
意
な
く
実
施
さ
れ
た
エ
イ
ズ
検
査
に
関
す
る
裁
判
で
あ
る（11
（

。
こ
こ

で
は
、
応
募
者
の
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
（privacy

（」
保
護
と
健
康
診
断
実
施
に
よ
る
「
共
同
体
の
一
般
的
公
益
（general public 

interest

（」
が
衝
突
し
た
。
九
二
年
の
第
一
審
裁
判
で
は
、
原
告
で
あ
る
応
募
者
の
訴
え
が
す
べ
て
却
下
さ
れ
た
た
め
に
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
控

訴
審
と
し
て
法
律
上
の
審
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
委
員
会
の
行
為
が
共
同
体
の
目
的
で
あ
る
一
般
的
公
益
を
逸
脱
し
て
お
り
、
過
度

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
侵
害
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
同
判
決
を
通
じ
て
、
裁
判
所
は
欧
州
人
権
条
約
第
八
条
お
よ
び
共
同
体
加
盟

国
共
通
の
憲
法
の
伝
統
に
照
ら
し
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
共
同
体
の
法
秩
序
が
保
護
す
べ
き
基
本
的
人
権
の
一
つ
で
あ
る
と
認
め
て
い

る
（
11
（

。
し
か
し
、
本
判
決
全
体
の
文
脈
か
ら
は
、
む
し
ろ
共
同
体
の
一
般
的
な
公
益
に
合
致
す
る
限
り
は
「
比
例
性
原
則
」
に
基
づ
く
「
基

本
的
人
権
（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
（」
の
制
限
を
機
構
の
目
的
に
適
っ
た
手
段
と
し
て
認
め
る
、
と
い
う
趣
旨
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

今
日
、「
基
本
的
人
権
」
は
リ
ス
ボ
ン
条
約
を
通
じ
て
Ｅ
Ｕ
条
約
上
の
法
原
則
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
段
階
に

お
い
て
も
、
個
々
の
具
体
的
な
人
権
内
容
は
条
文
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
Ｅ
Ｕ
条
約
第
六
条
一
項
一
段
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲

章
は
Ｅ
Ｕ
条
約
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
と
同
価
値
を
も
つ
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
そ
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
一
定
の
制
約
が
課
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
同
項
第
二
段
、
第
三
段（

11
（

（。
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
自
体
は
欧
州
人
権
条
約
に
は
加
入
し
て
い
な
い
。
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九

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

（
（
（
比
例
性
原
則
の
明
文
化
と
Ｅ
Ｕ
の
民
主
的
統
制
問
題

さ
ら
に
、
法
の
一
般
原
則
概
念
自
体
の
抽
象
性
は
、
機
構
の
民
主
的
統
制
問
題
に
も
影
響
を
与
え
て
き
た（1（
（

。
Ｅ
Ｕ
で
は
、
か
ね
て
か
ら

「
民
主
主
義
の
赤
字
（dem

ocratic deficit

（」
と
呼
ば
れ
る
問
題
が
提
起
さ
れ
て
き
た（11
（

。
一
般
に
、
国
内
社
会
に
お
け
る
民
主
主
義
の
制
度

的
保
障
と
は
、
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
議
会
が
行
政
府
を
統
制
す
る
こ
と
を
表
す
。
Ｅ
Ｕ
の
場
合
、
民
主
主
義
の
赤
字
概
念
と

は
、
お
よ
そ
Ｅ
Ｕ
中
核
機
関
た
る
Ｅ
Ｃ
の
政
策
決
定
に
欧
州
議
会
や
加
盟
国
議
会
が
十
分
に
統
制
で
き
て
い
な
い
状
態
を
意
味
し
て
き

た
。
Ｅ
Ｃ
内
部
の
運
営
に
お
い
て
は
、
説
明
責
任
を
負
わ
な
い
理
事
会
に
む
し
ろ
立
法
権
が
委
ね
ら
れ
、
加
え
て
提
案
権
を
独
占
す
る
委

員
会
が
過
大
な
政
治
的
権
力
を
有
し
て
き
た
、
と
批
判
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
問
題
解
決
の
た
め
に
は
国
内
に
お
け
る
民
主

主
義
を
対
外
的
関
係
に
お
い
て
も
貫
徹
さ
せ
る
か
、
そ
れ
が
困
難
な
場
合
に
は
国
家
を
超
え
た
場
で
の
国
際
的
決
定
を
通
じ
て
何
ら
か
の

民
主
的
な
統
制
手
段
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

と
り
わ
け
、
比
例
性
原
則
に
内
在
す
る
特
性
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
同
原
則
に
基
づ
き
、
個
々
の
目
的
達
成
に
比
例
し
て

取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
Ｅ
Ｕ
の
行
動
手
段
と
は
、
お
よ
そ
以
下
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る（11
（

。
各
構
成
国
の
合
法
的
な
経
済
活
動
の
制

限
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
採
ら
れ
る
措
置
が
正
当
に
追
求
さ
れ
る
Ｅ
Ｕ
全
体
の
公
共
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
適
切
か
つ
必
要
で
あ
る

場
合
に
限
定
さ
れ
る
。
複
数
の
適
切
な
措
置
が
選
択
肢
と
し
て
存
在
す
る
場
合
、
最
も
負
担
の
少
な
い
措
置
が
選
択
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い（11
（

。
制
裁
は
、
違
反
行
為
の
重
大
性
に
比
例
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
他
者
に
と
っ
て
重
要
性
が
非
常
に
低
い
こ
と
を
達
成
す

る
た
め
に
、
一
定
の
者
に
負
担
を
課
し
て
は
な
ら
な
い（11
（

。
一
般
的
な
共
同
体
規
範
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る

の
に
必
要
な
内
容
に
限
定
さ
れ
る
。

し
か
し
、
上
述
の
と
お
り
、
比
例
性
原
則
は
国
内
法
に
対
す
る
機
構
法
の
優
位
性
を
確
保
す
る
目
的
で
も
適
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
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は
、
同
原
則
に
本
質
的
に
備
わ
っ
た
性
質
に
も
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
比
例
性
の
概
念
自
体
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
時
代
に
ま
で
遡
る
と

指
摘
さ
れ
る
。
最
も
抽
象
的
な
定
義
と
し
て
は
、
義
務
の
下
で
取
ら
れ
る
行
動
が
そ
の
目
的
に
応
じ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と

を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い（11
（

。
実
際
の
行
動
が
当
該
目
的
に
適
っ
た
手
段
で
あ
る
こ
と
を
判
断
す
る
基
準
に
つ
い
て
、
比
例
性
の
文
言
自
体

か
ら
は
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る（11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
比
例
性
原
則
は
統
一
的
な
基
準
を
も
た
ず
、
異
な
っ
た
文
脈
に
お
い
て
異
な
っ
た

利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
点
で
、「
開
い
た
構
造
（open texture

（」
と
い
う
本
質
を
備
え
て
お
り
、
事
例
毎
に
必
要
と
さ
れ

る
司
法
上
の
精
査
の
程
度
も
異
な
っ
て
い
る（11
（

。

事
実
、
Ｅ
Ｕ
法
に
お
い
て
も
、
補
完
性
原
則
が
Ｅ
Ｕ
の
目
的
達
成
と
直
接
的
に
関
わ
る
の
に
比
べ
て
、
比
例
性
原
則
は
技
術
的
側
面
か

ら
補
完
性
に
基
づ
く
Ｅ
Ｕ
の
行
動
自
体
の
目
的
と
正
当
性
を
規
律
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、「
補
完
性
及
び
比
例
性
原
則
の
適
用
に
関

す
る
議
定
書
」
に
お
い
て
も
具
体
的
な
審
査
の
基
準
が
示
さ
れ
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
基
本
権
保
障
規
定
の
欠
缺
に

対
す
る
機
構
の
不
作
為
を
契
機
と
し
て
、
現
在
ま
で
高
権
的
権
利
の
委
譲
を
め
ぐ
る
問
題
が
続
い
て
い
る
の
で
あ
る（11
（

。
な
お
、
リ
ス
ボ
ン

条
約
に
よ
っ
て
、
比
例
性
原
則
の
位
置
づ
け
は
以
前
よ
り
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
連
合
の
目
的
に
関
す
る
新
た
な
第
三
条
第

六
項
に
よ
れ
ば
、「
機
構
は
、
諸
条
約
中
に
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
権
限
に
相
応
し
い
適
切
な
手
段
を
通
じ
て
そ
の
目
的
を
追
求
す
る
」
と

定
め
る（（11
（

。
連
合
の
権
限
に
関
す
る
三
原
則
を
定
め
る
第
五
条
以
前
の
条
項
に
、
条
約
目
的
に
応
じ
た
手
段
の
正
当
性
を
説
く
比
例
性
の
趣

旨
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
Ｅ
Ｕ
の
権
限
が
段
階
的
に
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
政
府
間
会
議
最
終
文

書
の
「
優
越
性
に
関
す
る
宣
言
」
に
よ
れ
ば
、
十
分
に
確
立
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
の
判
例
法
に
従
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
条
約
・
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
お

よ
び
こ
れ
ら
を
根
拠
と
し
て
連
合
が
採
択
し
た
法
は
、
同
判
例
法
が
規
定
し
た
諸
条
件
の
下
で
構
成
国
の
国
内
法
に
優
越
す
る
。
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ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

第
二
節　

国
際
機
構
へ
の
主
権
委
譲
に
伴
う
民
主
主
義
確
保
に
向
け
て

（
（
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
補
完
性
原
則
徹
底
の
要
請

こ
こ
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
の
民
主
的
統
制
を
図
る
上
で
、
市
民
国
家
に
お
け
る
立
憲
民
主
主
義
の
あ
り
方
は
一
つ
の
視
座
を
提
供
す
る
と

い
え
る
で
あ
ろ
う（（1（
（

。
近
代
以
降
の
立
憲
民
主
主
義
国
家
は
、「
基
本
的
人
権
」
を
保
障
す
る
手
段
と
し
て
、
国
家
の
最
終
意
思
決
定
権
を

国
民
に
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
二
つ
の
要
素
を
含
む
。
第
一
は
、
制
定
さ
れ
た
憲
法
に
正
当
性
の
承
認
を
付
与
で
き
る
の
は
、
主
権
者

た
る
全
国
民
で
あ
る
と
い
う
「
正
当
性
の
契
機
」
で
あ
る
。
第
二
は
、
憲
法
制
定
後
も
権
力
濫
用
を
防
止
で
き
る
の
は
、
事
実
上
の
最
終

意
思
決
定
権
者
た
る
有
権
者
で
あ
る
と
い
う
「
権
力
性
の
契
機
」
で
あ
る（（10
（

。

欧
州
市
民
社
会
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
か
か
る
民
主
主
義
の
重
要
性
は
、
今
日
の
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
も
構
成
国
の
国
内
法
判
決
を
通

じ
て
明
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
Ｅ
Ｕ
の
民
主
的
正
統
化
に
向
け
た
補
完
性
原
則
の
貫
徹
の
必
要
性
は
、
強
く
主
張
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ

で
は
、
関
連
す
る
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
に
言
及
し
て
お
き
た
い（（10
（

。

東
西
統
一
後
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
で
は
、
一
九
九
二
年
に
基
本
法
第
二
三
条
の
新
設
に
よ
り
「
欧
州
連
合
の
た
め
の
諸
原
則
」
を
規

定
し
、
国
内
憲
法
水
準
で
Ｅ
Ｕ
が
本
質
的
な
基
本
権
保
障
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た（（10
（

。
し
か
し
、
同
時
に
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト

条
約
の
合
憲
性
を
め
ぐ
る
裁
判
も
提
起
さ
れ
た
。
一
九
九
三
年
の
「
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
判
決
」
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
Ｅ
Ｕ
が

民
主
主
義
原
理
に
基
づ
く
国
際
機
構
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
ド
イ
ツ
の
高
権
的
権
利
の
限
界
を
超
え
た
Ｅ
Ｕ
機
関
の
権
力
濫
用

行
為
に
対
し
て
は
、
依
然
と
し
て
同
裁
判
所
の
審
査
が
及
ぶ
と
判
示
し
た（（10
（

。
Ｅ
Ｕ
へ
の
加
盟
が
民
主
主
義
原
理
と
は
矛
盾
し
な
い
も
の

の
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
国
民
に
由
来
す
る
正
統
性
と
影
響
力
の
行
使
が
当
該
国
家
連
合
の
内
部
に
お
い
て
も
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
」。
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
の
原
理
は
主
権
委
譲
を
妨
げ
な
い
も
の
の
、
前
提
と
し
て
「
国
家
結
合
（Staatenverbund

（」
と

し
て
の
Ｅ
Ｕ
自
体
が
民
主
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
Ｅ
Ｕ
が
「
高
権
的
任
務
を
遂
行
し
、
そ
の
た
め
に
高
権
的
機
能

を
行
使
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
各
国
の
議
会
を
通
じ
て
『
民
主
的
に
正
統
化
（dem

okratische Legitim
ation

（』
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
加
盟
国
の
国
民
で
あ
る
」。
同
判
決
を
通
じ
て
、
ド
イ
ツ
基
本
法
第
二
三
条
の
主
た
る
目
的
が
国
際
機
構
に
よ

る
国
家
の
基
本
原
理
の
侵
害
防
止
で
あ
る
こ
と
が
、
改
め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
批
准
を
め
ぐ
る
二
〇
〇
九
年
の
「
リ
ス
ボ
ン
判
決
」
で
は
、
一
歩
踏
み
込
ん
だ
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る（（10
（

。

本
件
で
は
、
同
条
約
の
批
准
に
よ
る
基
本
法
第
三
八
条
一
項
の
「
選
挙
権
」
侵
害
の
有
無
が
、
主
な
争
点
と
さ
れ
た（（10
（

。
連
邦
憲
法
裁
判
所

は
、
同
条
約
自
体
が
基
本
法
に
違
反
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
し
た
上
で
、
裁
判
所
と
し
て
の
基
本
姿
勢
を
確
認
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
欧
州
統
合
へ
の
授
権
は
、
基
本
法
が
ド
イ
ツ
憲
法
秩
序
に
定
め
て
い
る
も
の
と
は
異
な
る
政
治
的
意
思
形
成
の
形
を
許
容

す
る
。
こ
れ
は
、
不
可
譲
な
「
憲
法
上
の
一
体
性
（Identität der V

erfassung

（」
の
境
界
に
ま
で
妥
当
す
る
。
た
だ
し
、
民
主
主
義
的

自
己
決
定
お
よ
び
公
権
力
へ
の
平
等
な
参
加
の
原
則
は
、
平
和
お
よ
び
統
合
の
任
務
な
ら
び
に
国
際
法
親
和
性
の
原
則
に
よ
っ
て
も
不
可

侵
と
す
る
（
第
二
一
九
段
（。
基
本
法
は
、
欧
州
統
合
お
よ
び
国
際
平
和
を
望
ん
で
い
る
た
め
、
国
際
法
親
和
性
原
則
の
み
な
ら
ず
、「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
法
親
和
性
原
則
（Grundsatz der Europarechstfreundlichkeit

（」
が
適
用
さ
れ
る
（
第
二
二
五
段
（。
基
本
法
は
Ｅ
Ｕ
に
対
す
る

高
権
的
権
利
を
委
譲
す
る
権
利
を
立
法
者
に
委
ね
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
授
権
は
委
譲
の
際
に
絶
対
主
権
的
憲
法
国
家
性
（Souveräne 

V
erfassungsstaatlichkeit

（」
が
権
限
付
与
原
則
に
従
っ
た
統
合
計
画
を
基
礎
に
す
る
こ
と
、
同
国
家
性
が
憲
法
上
の
一
体
性
の
尊
重
の

下
に
保
護
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
構
成
国
自
ら
が
責
任
を
負
う
、
生
活
関
係
の
政
治
的
お
よ
び
社
会
的
形
成
能
力
を
喪
失
し
な
い
こ
と
を

条
件
と
す
る
（
第
二
二
六
段
（。
ゆ
え
に
、
基
本
法
は
、
委
譲
さ
れ
た
権
限
の
行
使
か
ら
Ｅ
Ｕ
に
対
し
て
さ
ら
な
る
権
限
が
独
自
に
創
造
さ
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ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

れ
る
よ
う
な
高
権
の
委
譲
を
ド
イ
ツ
の
国
家
機
関
に
許
容
し
て
い
な
い
。
基
本
法
は
「
権
限
的
権
限
（K

om
petentzkom

petentz

（」
の
委

譲
を
拒
否
す
る
（
第
二
三
三
段
（。
権
限
付
与
原
則
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
上
の
原
則
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
構
成
国
国
家
の
一
体
性
を
尊
重

す
る
と
い
う
Ｅ
Ｕ
の
義
務
お
よ
び
構
成
国
の
憲
法
原
則
を
受
け
入
れ
た
も
の
で
あ
る
（
第
二
三
四
条
（。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
は
条
約
主
体
た
る

構
成
国
の
憲
法
制
定
権
力
を
尊
重
し
て
お
り
、
そ
の
義
務
は
憲
法
の
不
可
譲
で
あ
り
か
つ
そ
の
限
り
で
統
合
の
影
響
を
受
け
な
い
一
体
性

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
適
宜
自
ら
の
管
轄
内
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
原
則
の
遵
守
状
況
を
審
査
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
二
三
五
条
（。

ま
た
、
連
合
水
準
で
権
利
保
護
が
行
わ
れ
な
い
場
合
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
欧
州
機
関
の
法
的
行
為
が
共
同
体
法
お
よ
び
連
合
法
の
補

完
性
原
則
を
遵
守
し
、
権
限
付
与
原
則
に
従
っ
て
付
与
さ
れ
た
自
ら
の
高
権
的
権
利
の
範
囲
内
に
あ
る
の
か
を
審
査
す
る
。
さ
ら
に
、
同

裁
判
所
は
、
基
本
法
第
二
三
条
一
項
三
文
お
よ
び
関
連
す
る
第
七
九
条
三
項
に
基
づ
く
基
本
法
上
の
憲
法
一
体
性
の
不
可
侵
的
な
中
核
部

分
が
保
護
さ
れ
て
い
る
か
を
審
査
す
る
。
憲
法
上
の
要
請
で
あ
る
同
審
査
権
限
は
、
基
本
法
に
お
け
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
親
和
性
原
則
」

に
従
っ
て
行
使
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
「
誠
実
な
協
力
の
原
則
（Grundsatz der loyalen Zusam

m
enarbeit

（」
に
反
す
る
も
の

で
は
な
い
（
第
二
四
〇
段
（。
高
権
的
権
利
の
種
類
お
よ
び
範
囲
に
お
い
て
も
、
ま
た
自
律
し
て
行
動
す
る
連
合
権
力
を
組
織
的
お
よ
び
手

続
法
的
に
形
成
す
る
上
で
も
、
Ｅ
Ｕ
の
形
成
は
民
主
主
義
の
原
則
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
二
四
四
段
（。

そ
の
上
で
、
Ｅ
Ｕ
の
民
主
主
義
は
現
在
の
統
合
段
階
で
国
家
類
似
的
に
は
形
成
さ
れ
て
い
な
い
と
裁
判
所
は
指
摘
す
る
（
第
二
七
六
─

二
九
七
段
（。
ゆ
え
に
、
Ｅ
Ｕ
法
の
優
位
は
、
無
制
限
の
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
で
確
認
さ
れ
て
い
る

範
囲
で
の
適
用
の
優
位
で
あ
り
、
例
外
的
か
つ
特
別
の
場
合
に
は
裁
判
所
が
「
権
限
喩
越
に
基
づ
く
統
制
」
お
よ
び
「
憲
法
上
の
一
体
性

に
基
づ
く
統
制
」
を
行
使
し
う
る
と
し
た
（
第
三
三
一
─
三
四
三
段
（。
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（
（
（
補
完
性
お
よ
び
比
例
性
原
則
規
定
の
適
用
過
程
の
監
視

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
改
め
て
重
要
と
な
る
の
が
、
Ｅ
Ｕ
条
約
第
七
議
定
書
と
し
て
の
「
補
完
性
及
び
比
例
性
原
則
の
適
用
に

関
す
る
議
定
書
」
の
趣
旨
で
あ
る（（10
（

。
同
議
定
書
前
文
に
よ
れ
ば
、「
締
約
国
は
諸
決
定
が
で
き
る
限
り
連
合
市
民
の
た
め
に
行
わ
れ
る
こ

と
を
確
保
す
る
よ
う
に
願
い
、
欧
州
連
合
条
約
第
五
条
に
規
定
さ
れ
た
補
完
性
お
よ
び
比
例
性
原
則
の
適
用
に
関
す
る
要
件
を
確
定
し
、

こ
れ
ら
の
原
則
の
適
用
を
監
督
す
る
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
を
決
議
」
す
る
と
述
べ
る
。
い
ず
れ
の
機
関
も
補
完
性
お
よ
び
比
例
性
原
則

の
誠
実
な
尊
重
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
条
（。
委
員
会
は
立
法
行
為
を
提
案
す
る
前
に
意
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
第

二
条
（、
適
宜
、
予
定
さ
れ
る
行
為
の
地
域
的
規
模
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
同
議
定
書
の
目
的
に
関
し
て
、「
立
法
行
為

案
（draft legislative acts

（」
と
は
、
一
定
の
立
法
行
為
を
採
択
す
る
た
め
の
委
員
会
か
ら
の
提
案
、
一
連
の
加
盟
国
か
ら
の
発
議
、
欧

州
議
会
か
ら
の
発
議
、
司
法
裁
判
所
か
ら
の
要
請
、
欧
州
中
央
銀
行
か
ら
の
勧
告
お
よ
び
欧
州
投
資
銀
行
か
ら
の
要
請
を
意
味
す
る
（
第

三
条
（。
委
員
会
、
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
は
立
法
行
為
案
お
よ
び
同
修
正
案
を
、
連
合
立
法
者
と
同
時
に
国
内
議
会
に
送
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
第
四
条
（。
立
法
行
為
案
は
補
完
性
お
よ
び
比
例
性
の
原
則
を
尊
重
す
る
こ
と
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
い
ず
れ

の
立
法
行
為
案
も
両
原
則
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
が
判
断
で
き
る
詳
細
な
意
見
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
五
条
（。
ま
た
、
委
員
会

は
毎
年
欧
州
議
会
、
理
事
会
お
よ
び
国
内
議
会
に
対
し
て
、
欧
州
連
合
条
約
第
五
条
の
適
用
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
年
次
報
告
は
ま
た
経
済
社
会
委
員
会
お
よ
び
地
域
委
員
会
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
九
条
（。
こ
の
よ
う
に
、
両
原

則
の
適
用
状
況
に
つ
い
て
は
、
権
限
付
与
原
則
と
の
関
わ
り
か
ら
引
き
続
き
検
証
し
て
い
く
必
要
が
あ
る（（10
（

。

な
お
、
二
〇
二
〇
年
五
月
八
日
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
欧
州
中
央
銀
行
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
（
が
二
〇
一
五
年
に
導
入
し
た
ユ
ー
ロ
圏
各
国
の
国

債
を
買
う
政
策
に
つ
い
て
、
違
法
性
を
指
摘
し
て
い
る（（（1
（

。
判
決
に
よ
れ
ば
、
同
政
策
の
決
定
に
ド
イ
ツ
政
府
や
連
邦
議
会
の
関
与
が
不
十
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ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

分
で
あ
り
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
の
権
限
が
不
当
に
拡
大
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
量
的
緩
和
政
策
（
資
産
購
入
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
Ｑ
Ｅ
（
自
体

は
違
法
で
は
な
い
が
、
こ
れ
が
比
例
性
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
ド
イ
ツ
の
諸
機
関
（
ド
イ
ツ
政
府
、
ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
（
が
確
認
し

て
三
カ
月
以
内
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
満
た
し
て
い
な
い
場
合
に
ド
イ
ツ
連
邦
銀
行
は
Ｑ
Ｅ
に
参
加
で
き
な

い
。
本
判
決
に
お
い
て
、
比
例
性
原
則
は
Ｅ
Ｃ
Ｂ
に
対
し
て
Ｑ
Ｅ
の
顕
著
な
政
策
効
果
を
検
討
し
、
そ
れ
と
政
策
目
標
達
成
と
の
バ
ラ
ン

ス
を
考
慮
せ
よ
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る（（（（
（

。
こ
こ
で
は
、
構
成
国
の
側
か
ら
比
例
性
原
則
に
沿
っ
た
Ｅ
Ｕ
政
策
の
適
正
化
が
問
わ

れ
て
い
る
。

小
　
　
　
結

基
本
法
は
ド
イ
ツ
の
憲
政
史
上
は
じ
め
て
、
国
際
法
に
対
し
て
国
内
法
を
開
く
努
力
を
法
原
則
と
し
て
明
文
上
に
規
定
し
た
。
そ
の
基

本
概
念
で
あ
る
「
国
際
法
親
和
性
原
則
」
は
、「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
と
い
う
形
で
基
本
法
第
二
五
条
に
明
文
化
さ
れ
、
今
日
で
は

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
親
和
性
原
則
」
へ
と
発
展
し
な
が
ら
、
訴
訟
上
の
対
応
規
定
で
あ
る
一
〇
〇
条
二
項
を
通
じ
て
そ
の
実
効
性
が
確
保
さ

れ
て
き
た
。
こ
の
点
で
は
、
Ｅ
Ｕ
条
約
も
含
め
て
慎
重
な
国
際
法
の
実
施
姿
勢
が
と
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
二
〇
一
〇
年
代

の
ギ
リ
シ
ャ
の
財
政
危
機
、
二
〇
二
〇
年
の
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
に
加
え
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
症
（CO

V
ID

─（（

（
の
世

界
的
拡
大
問
題
等
、
域
内
に
お
け
る
重
要
な
諸
問
題
に
対
応
す
る
上
で
さ
ら
に
同
機
構
は
意
思
決
定
権
限
を
強
固
に
す
る
必
要
性
に
迫
ら

れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
点
で
、「
国
際
法
」
お
よ
び
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
」
へ
の
親
和
性
・
友
好
性
の
あ
り
方
は
高
権
的
主
権
と
の
関
連
か
ら

さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。



四
一
六

一
方
、
国
際
法
学
一
般
に
お
い
て
も
、
法
の
一
般
原
則
の
中
に
国
際
法
の
一
般
原
則
も
含
め
る
考
え
方
が
示
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ

に
は
国
際
社
会
で
普
遍
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
相
互
主
義
、
主
権
平
等
、
国
内
管
轄
事
項
、
公
海
の
自
由
、
侵
略
（
武
力
行
使
（
の
禁

止
、
人
道
の
原
則
、
人
権
保
護
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
法
の
一
般
原
則
自
体
に
つ
い
て
も
様
々
な
理
論
的
位
置
づ
け
が
試
み
ら

れ
て
い
る（（（0
（

。
な
お
、
今
日
で
は
国
際
法
協
会
（International Law

 A
ssociation

、ILA

（
に
お
い
て
、
国
際
法
の
発
達
に
向
け
た
国
内
法

原
則
の
使
用
に
つ
い
て
司
法
お
よ
び
立
法
の
側
面
か
ら
検
証
が
進
め
ら
れ
て
い
る（（（0
（

。
さ
ら
に
、
国
連
国
際
法
委
員
会
（International 

Law
 Com

m
ission, ILC

（
に
お
い
て
二
〇
一
九
年
か
ら
法
の
一
般
原
則
の
法
典
化
作
業
が
始
ま
っ
た
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の

と
思
わ
れ
る
。
第
七
一
会
合
報
告
の
結
論
部
（
第
二
五
三
段
（
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
第
三
八
条
一
項
ｃ
の
法
の
一
般
原
則
に
は
、「（
a
（
国

内
法
体
系
に
由
来
す
る
原
則
（derived from

 national legal system
s

（、
の
み
な
ら
ず
「（
b
（
国
際
的
な
法
体
系
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た

原
則
（form

ed w
ithin the international legal system

（」
も
含
む
と
さ
れ
た（（（0
（

。
国
内
法
の
一
般
原
則
の
国
際
法
の
一
般
原
則
へ
の
包
括

的
把
握
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

（
（
（
一
九
六
九
年
の
北
海
大
陸
棚
事
件
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
「
一
般
又
は
慣
習
国
際
法
」
の
規
則
お
よ
び
義
務
は
そ
の
性
質
上
国
際
社
会
の
す
べ

て
の
構
成
員
を
拘
束
す
る
と
判
示
し
た
。
さ
ら
に
条
約
上
の
規
則
が
国
際
法
の
一
般
原
則
に
な
っ
た
と
み
な
し
う
る
た
め
に
は
、
自
国
の
利
害
が

特
別
に
影
響
を
受
け
る
国
々
を
含
め
て
、
そ
の
条
約
に
対
し
て
非
常
に
広
範
で
代
表
的
な
参
加
が
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
。「（
岩

沢
雄
司
『
国
際
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
（
五
四
─
五
五
頁；

波
多
野
里
望
・
尾
崎
重
義
編
著
『
国
際
司
法
裁
判
所 

判
決
と
意
見
・

第
二
巻
（
一
九
六
四
─
九
三
年
（』（
国
際
書
院
、
一
九
九
六
年
（
四
一
、
四
五
頁；

see, ICJR
eports 1969, pp.（

─（（（

（。

（
（
（
後
者
に
関
し
て
は
、
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
く
任
意
法
規
と
こ
れ
に
よ
ら
な
い
強
行
法
規
の
性
質
が
問
題
と
な
る
。
従
来
、
一
般
国
際
法
は
並

立
し
た
主
権
国
家
の
意
思
を
尊
重
し
て
、
国
内
私
法
の
類
推
に
依
拠
し
た
任
意
法
規
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
奴
隷
条
約
（
一
九
二

六
年
（
や
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
（
一
九
四
八
年
（
の
よ
う
な
逸
脱
を
禁
止
す
る
一
般
国
際
法
規
が
形
成
さ
れ
た
た
め
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約



四
一
七

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

（
一
九
六
九
年
（
は
か
か
る
法
規
を
強
行
法
規
と
し
て
位
置
づ
け
、
こ
れ
に
抵
触
逸
脱
す
る
条
約
を
無
効
と
し
た
（
第
五
三
条
（（
国
際
法
学
会
編

『
国
際
関
係
法
辞
典
（
第
二
版
（』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
（
三
二
─
三
三
頁；

岩
沢
雄
司
編
第
『
国
際
条
約
集
（
二
〇
一
九
（』（
有
斐
閣
、
二

〇
一
九
年
（
一
四
〇
頁
（。

（
（
（
畑
尻
剛
・
工
藤
達
朗
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
（
第
二
版
（』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
三
年
（
四
三
八
頁
以
下
。

（
（
（
拙
稿
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
「
法
の
一
般
原
則
」
の
行
為
規
範
性
（
一
（」
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
第
二
三
号
（
二
〇
一
六
年
（
一
六
頁
以
下
。

（
（
（
法
源
は
お
よ
そ
、
哲
学
的
法
源
、
歴
史
的
法
源
お
よ
び
形
式
的
法
源
に
分
類
さ
れ
る
。
哲
学
的
意
味
の
法
源
と
は
法
の
効
力
ま
た
は
拘
束
力
の

根
拠
を
意
味
し
、
こ
れ
に
は
自
然
法
、
正
義
、
主
権
者
、
人
民
の
総
意
等
が
当
た
る
。
歴
史
的
意
味
に
お
け
る
法
源
と
は
、
法
の
発
生
・
形
成
の

淵
源
で
あ
り
、
法
の
発
展
を
遡
っ
て
そ
の
淵
源
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
個
々
の
法
制
度
の
起
源
等
が
当
て
は
ま
る
。
こ
こ
に
お
い
て

通
常
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
も
の
が
形
式
的
法
源
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
発
見
の
源
泉
と
な
る
も
の
を
い
う
。
例
え
ば
、
刑
法
の
形
式
的
法
源
と
な

る
も
の
は
、
刑
法
典
お
よ
び
そ
の
他
の
罰
則
で
あ
る
（
団
藤
重
光
『
法
学
の
基
礎
』
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
、
一
六
二
─
一
六
三
頁
（。

（
（
（
内
閣
法
制
局
法
令
用
語
研
究
会
編
『
有
斐
閣
法
律
用
語
辞
典
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
（
五
八
五
頁
。

（
（
（
反
封
建
的
な
近
代
啓
蒙
思
想
を
背
景
と
し
て
、
一
八
世
紀
の
自
然
法
思
想
は
人
間
理
性
に
基
づ
く
法
の
存
在
を
説
き
、
自
由
お
よ
び
平
等
の
権

利
は
自
然
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
と
す
る
。
同
理
念
は
、
一
五
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
ま
で
続
い
た
専
制
君
主
制
た
る
絶
対
主
義
か
ら
の
解
放
を

求
め
た
市
民
革
命
の
動
機
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
（
一
七
七
六
（
や
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
（
一
七
八
九
（
に
影
響
を
与
え
た
。
そ
し
て
、

実
定
法
と
し
て
の
近
代
市
民
法
の
中
核
を
な
す
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
（
一
七
八
九
（
に
お
い
て
も
、
人
間
理
性
を
本
質
と
す
る
「（
個
人
の
（
人
格

の
自
由
」
は
い
わ
ば
基
本
的
な
価
値
原
理
と
な
っ
て
、
個
人
の
自
由
意
思
に
基
づ
く
経
済
関
係
を
法
的
に
保
障
す
る
「
私
的
自
治
原
則
」
を
生
み

出
す
に
至
っ
て
い
る
（
粟
田
賢
三
・
古
在
由
重
編
『
岩
波
哲
学
小
辞
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
、
六
六
頁；

眞
田
芳
憲
『
法
学
入
門
』
中
央

大
学
出
版
部
、
一
九
九
六
年
、
一
六
八
頁
以
下；

伊
藤
正
巳
・
加
藤
一
郎
『
現
代
法
学
入
門
（
第
四
版
（』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
、
一
四
一
、

二
〇
八
頁；

内
閣
法
制
局
法
令
用
語
研
究
会
編
『
有
斐
閣
法
律
用
語
辞
典
』
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
、
五
八
五
頁
（。

（
（
（
自
然
法
学
を
代
表
す
る
学
者
と
し
て
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
と
し
て
後
の
中
世
ス
コ
ラ
哲
学
に
影
響
を
与
え
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

（A
ristoteles, 

前（（（

─

前（（（

（、
近
代
国
際
法
の
父
と
さ
れ
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
（H

. Grotius, （（（（

─（（（（

（、
お
よ
び
近
代
啓
蒙
思
想
を
導
い

た
ロ
ッ
ク
（J. Locke, （（（（

─（（0（

（
等
が
挙
げ
ら
れ
る
（
同
書
、
九
、
三
二
六
、
五
八
六
、
一
三
八
五
頁
（。

（
（
（
こ
れ
に
は
、
一
般
法
学
、
分
析
法
学
お
よ
び
純
粋
法
学
等
が
属
す
る
と
さ
れ
る
（
同
書
、
二
〇
七
頁
（。



四
一
八

（
（0
（
そ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
で
は
法
を
民
族
精
神
の
発
現
と
し
て
捉
え
た
歴
史
法
学
が
ザ
ヴ
ィ
ニ
ー
（F. Savigny

（
ら
を
通
じ
て
台
頭
し
、
理
性
的

自
然
法
論
お
よ
び
法
典
化
さ
れ
た
自
然
法
論
は
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
歴
史
法
学
は
、
法
の
根
拠
を
民
族
の
法
的
確
信
と
い
う
社
会
心

理
的
要
素
に
求
め
、
現
行
法
に
つ
い
て
ロ
ー
マ
法
を
中
心
と
し
た
起
源
に
ま
で
遡
っ
て
研
究
し
た
点
で
評
価
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
学
問
対
象

は
、
現
に
行
わ
れ
て
い
る
法
と
し
て
の
実
定
法
で
あ
り
、
と
り
わ
け
私
法
と
そ
の
法
解
釈
の
体
系
的
構
成
の
記
述
に
留
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
意
味

で
、
成
文
法
の
完
全
性
を
前
提
と
し
た
歴
史
法
学
は
後
に
概
念
法
学
的
法
実
証
主
義
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
（
眞
田
芳
憲
、
前
掲
書
、
一
七
五

頁
以
下；
伊
藤
正
巳
・
加
藤
一
郎
、
前
掲
書
、
二
〇
九
頁
（。

（
（（
（
な
お
、
法
源
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
法
実
務
の
観
点
か
ら
裁
判
官
が
裁
判
を
す
る
に
あ
た
っ
て
依
る
べ
き
基
準
と
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
立

場
も
存
在
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
が
制
度
的
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
「
制
度
上
の
法
源
」
と
し
、
制
定
法
お
よ
び

慣
習
法
が
当
て
は
ま
る
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
以
外
の
裁
判
規
範
と
し
て
裁
判
官
が
事
実
上
従
っ
て
い
る
も
の
は
「
事
実
上
の
法
源
」
と
さ
れ
、

判
例
、
学
説
お
よ
び
条
理
が
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
る
。（
同
書
、
四
九
頁
（。

（
（（
（
カ
ー
ル
大
帝
の
領
土
は
、
ヴ
ェ
ル
ダ
ン
条
約
（
八
四
三
年
（
お
よ
び
メ
ル
セ
ン
条
約
（
八
七
〇
年
（
に
よ
り
三
分
割
さ
れ
、
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
・

イ
タ
リ
ア
・
ド
イ
ツ
の
国
家
形
成
の
契
機
と
な
っ
た
（
村
上
堅
太
郎
・
江
上
波
夫
他
編
『
世
界
史
小
辞
典
』（
山
川
出
版
社
、
一
九
六
八
年
（
七

七
、
四
三
七
、
五
二
七
、
六
五
六
頁
（。

（
（（
（
こ
れ
は
、
一
八
一
四
年
の
ウ
ィ
ー
ン
会
議
の
結
果
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
プ
ロ
イ
セ
ン
等
三
五
の
君
主
国
と
四
自
由
市
で
構
成
さ
れ
た
全
ド
イ
ツ

的
組
織
で
あ
る
。
各
国
代
表
か
ら
な
る
連
邦
議
会
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
置
か
れ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
議
長
と
し
て
主
導
権
を
握
っ
た
と
さ
れ
る

（
同
書
、
二
六
一
、
三
二
六
、
四
二
一
、
四
三
九
頁
（。

（
（（
（
一
般
法
学
は
ベ
ル
ク
ボ
ー
ム
（K

. Bergbohm

（、
メ
ル
ケ
ル
（A

. M
erkel

（
ら
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
、
権
利
、
義
務
、
規
範
等
の
法
的
な
一

般
概
念
の
究
明
、
体
系
化
に
貢
献
し
た
と
さ
れ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
（H

. K
elsen

（
に
始
ま
る
純
粋
法
学
派
は
ウ
ィ
ー
ン
法
学
派
と
も
呼
ば
れ
、
後
の

法
律
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
な
お
、
分
析
法
学
は
一
九
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
（J. A

ustin

（
が
提
唱
し
た
法
学
理
論
で
あ

る
。
同
学
派
は
、
法
と
は
直
接
ま
た
は
間
接
に
主
権
者
が
創
設
す
る
命
令
と
し
て
の
実
定
法
で
あ
る
と
捉
え
、
自
然
法
を
排
除
す
る
と
と
も
に
法

と
道
徳
を
分
離
し
て
法
の
体
系
的
・
論
理
的
分
析
を
行
っ
た
（
山
田
晟
『
ド
イ
ツ
法
律
用
語
辞
典
（
改
訂
増
補
版
（』（
大
学
書
林
、
一
九
九
三
年
（

一
八
、
八
二
、
三
五
六
、
四
一
九
頁；

内
閣
法
制
局
法
令
用
語
研
究
会
編
、
前
掲
書
、
三
七
、
六
七
五
、
一
一
八
四
頁
（。

（
（（
（
ロ
ー
マ
法
大
全
と
は
、
東
ロ
ー
マ
皇
帝
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
が
六
世
紀
に
編
纂
し
た
法
典
集
で
あ
る
。
内
容
は
、『
学
説
彙
纂
』、『
法
学
提
要
』、



四
一
九

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

『
勅
法
彙
纂
』
お
よ
び
『
新
勅
法
』
か
ら
な
る
。
二
世
紀
の
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
以
来
の
勅
法
を
集
め
た
勅
法
彙
纂
（Codex

（
は
、
狭
義
の
ユ
ス

テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
後
、
学
説
彙
纂
が
イ
タ
リ
ア
に
知
ら
れ
た
結
果
、
一
一
世
紀
末
に
は
ロ
ー
マ
法
の
復
興
が
生
じ
て
ロ
ー

マ
法
大
全
は
当
時
の
社
会
に
適
合
す
る
よ
う
に
学
問
的
に
加
工
さ
れ
、
ド
イ
ツ
を
中
心
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
同
法
典
に
立
脚
し
た
法
が
、
中
世

以
降
の
各
国
法
制
の
骨
格
を
な
し
、
特
に
私
法
（
理
論
（
の
形
成
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
（
同
書
、
一
三
八
五
─
一
三
八
六
頁；

金
子
宏
・
新

藤
幸
司
・
平
井
信
雄
編
第
『
法
律
学
小
辞
典
（
第
四
版
補
訂
版
（』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
（
一
二
八
〇
頁
。

（
（（
（
ま
た
、
同
じ
く
近
世
ド
イ
ツ
法
を
特
徴
づ
け
る
の
が
、
領
邦
を
中
心
と
し
た
君
主
の
立
法
活
動
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
一
八
世
紀
半
ば
以
降
、

こ
の
立
法
活
動
は
バ
イ
エ
ル
ン
の
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
民
事
法
典
（
一
七
五
六
年
（
等
の
よ
う
に
、
若
干
の
領
邦
に
お
い
て
体
系
的
な
大
法
典
の
編

纂
に
つ
な
が
っ
て
い
る
（
ハ
ン
ス
・
ペ
ー
タ
ー
・
マ
ル
チ
ュ
ケ
著
／
村
上
純
一
＝
守
矢
健
一
訳
『
ド
イ
ツ
法
入
門
（
改
訂
第
七
判
（』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
八
年
（
一
三
頁
以
下
（。

（
（（
（
国
際
法
学
会
編
『
国
際
関
係
法
辞
典
』（
三
省
堂
、
一
九
九
五
年
（
二
九
一
頁
。

　
　
　

な
お
、
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
（I. Brow

nlie

（
に
よ
れ
ば
、「
形
式
的
淵
源
（form

al sources

（
と
は
、
一
般
に
適
用
さ
れ
る
規
則
の
創
造
の
た
め

の
法
的
手
続
お
よ
び
方
法
で
、
出
訴
裁
判
所
の
記
載
事
項
に
基
づ
い
て
受
範
者
を
法
的
に
拘
束
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、「
実
質
的
な
淵
源

（m
aterial sources

（
は
、
諸
規
則
の
中
で
、
証
明
さ
れ
れ
ば
法
的
拘
束
力
を
備
え
て
一
般
適
用
さ
れ
る
地
位
を
も
つ
も
の
の
存
在
証
拠
を
提
供

す
る
」。
た
し
か
に
「
形
式
的
淵
源
と
実
質
的
淵
源
と
の
区
別
を
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
い
」。
し
か
し
、「
あ
る
意
味
で
『
形
式
的
な
淵
源
』
は

国
際
法
上
に
存
在
し
な
い
」。
な
ぜ
な
ら
ば
「
国
内
に
お
い
て
法
を
創
造
す
る
憲
法
上
の
機
構
に
相
当
す
る
も
の
が
、
国
際
法
上
の
規
則
を
創
造

す
る
た
め
に
は
存
在
し
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に 
「
形
式
的
な
淵
源
の
代
用
語
お
よ
び
恐
ら
く
は
同
義
語
と
し
て
、
一
般
適
用
さ
れ
る
規
則

が
諸
国
家
の
一
般
的
同
意
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
、
と
い
う
原
則
が
存
在
す
る
」。
こ
の
こ
と
か
ら
、
実
質
的
淵
源
と
は
「
個
々
の
規
則
ま
た
は

実
行
に
関
す
る
国
家
間
合
意
の
あ
ら
ゆ
る
重
要
な
存
在
証
拠
」
で
あ
る
と
し
、「
国
際
裁
判
所
の
判
決
、
国
連
総
会
の
決
議
、
お
よ
び
『
法
創
造

的
な
』
多
国
間
条
約
」
等
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程
第
三
八
条
自
体
は
『
淵
源
』
に
つ
い
て
触
れ
て
お
ら
ず
、
ま

た
厳
密
に
注
目
す
る
な
ら
ば
淵
源
の
直
接
的
な
列
挙
」
と
は
み
な
せ
な
い
と
さ
れ
る
（Ian Brow

nlie, Principles of Public International 
Law

, （th ed., pp. （ff.

（。

（
（（
（
拙
稿
「「
法
の
一
般
原
則
」
の
今
日
的
意
義
と
問
題
点
（
一
（」『
法
学
新
報
』
一
〇
三
巻
九
号
、
一
九
九
七
年
、
一
一
四
頁
以
下
。

（
（（
（H

ersch Lauterpacht, Private Law
 Sources and A

nalogies of International Law
, （（（（, p. （, （0.



四
二
〇

（
（0
（Ibid., pp.（（f., （（（.

（
（（
（
經
塚
作
太
郎
『
現
代
国
際
法
要
論
（
補
訂
版
（』（
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
二
年
（
七
一
頁
。

（
（（
（
国
際
法
学
会
編
、
前
掲
書
、
二
九
一
頁
。

（
（（
（
後
者
の
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
の
例
と
し
て
は
、
一
九
四
八
年
の
世
界
人
権
宣
言
、
一
九
六
〇
年
の
植
民
地
独
立
付
与
宣
言
お
よ
び
一
九
七
四
年
の
国

家
の
経
済
的
権
利
義
務
憲
章
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
同
書
、
二
九
一
頁
、
五
一
二
頁；

横
田
洋
三
『
国
際
法
入
門
（
第
二
版
（』
有
斐
閣
、
二

〇
〇
五
年
、
二
七
頁
（。

（
（（
（
拙
稿
「
裁
判
準
則
と
し
て
の
「
法
の
一
般
原
則
」
の
法
源
性
『
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
』
第
二
五
号 

法
学
研
究
科
篇
、
一
九
九
六
年
、
一

三
─
一
四
頁
。

（
（（
（
川
添
利
幸
『
法
学
概
論
』（
文
久
書
林
、
一
九
七
三
年
（
一
、
八
、
一
二
─
一
三
頁
。

（
（（
（
例
え
ば
、
日
本
国
憲
法
第
一
三
条
前
段
は
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
が
「
人
格
」
の
担
い
手
と
し
て
最
大
限
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
趣
旨
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
人
格
の
尊
厳
」
な
い
し
「
個
人
の
尊
厳
」
原
理
を
表
し
て
い
る
。
第
一
四
条
は
「
人
格
の
平
等
」
原
理
を
規
定
し

て
お
り
、
一
三
条
と
一
四
条
と
相
ま
っ
て
、
日
本
国
憲
法
が
「
人
格
」
原
理
を
基
礎
と
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
格
の
尊
厳

原
理
は
二
つ
の
こ
と
を
要
請
す
る
。
第
一
に
、
お
よ
そ
公
的
判
断
が
個
人
の
人
格
を
適
正
に
配
慮
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
第
二
に
、

そ
の
よ
う
な
適
正
な
公
的
判
断
を
確
保
す
る
た
め
の
適
正
な
手
続
を
確
立
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
（
佐
藤
幸
治
、『
憲
法
（
第
三
版
（』

青
林
書
院
、
一
九
九
五
年
、
四
四
四
頁；

根
森
健
編
著
『
資
料
集
・
人
権
保
障
の
理
論
と
課
題
』
尚
学
社
、
二
〇
〇
二
年
、
三
八
頁
以
下
（。

（
（（
（
民
主
主
義
と
は
、
自
由
主
義
原
理
を
統
治
の
側
面
か
ら
捉
え
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
民
主
主
義
に
基
づ
く
法
治
国
家
思
想
を
支
え
る

た
め
に
、
権
力
分
立
思
想
が
主
張
さ
れ
る
に
至
る
（
末
川
博
『
法
学
入
門
（
第
五
版
補
訂
版
（』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
、
四
〇
─
四
一
頁
（。

（
（（
（
一
般
に
、
主
権
理
論
を
初
め
て
展
開
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者
ボ
ー
ダ
ン
（J. Bodin

（
と
さ
れ
る
。
主
権
の
絶
対
性
は
一
五
七
六
年

の
著
書
『
国
家
論
』
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
。
当
時
は
絶
対
的
な
権
勢
を
振
る
っ
て
い
た
旧
教
会
権
力
に
対
す
る
宗
教
戦
争
の
最
中
で
あ
り
、
国

家
の
統
一
が
重
要
な
関
心
事
と
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
絶
対
君
主
制
を
前
提
と
し
て
、
主
権
概
念
を
国
家
の
絶
対
的
か
つ
永
続
的
な
権
力
と
し
て
捉

え
、
そ
の
不
可
分
性
を
説
く
。
主
権
は
立
法
権
を
中
心
に
把
握
さ
れ
、
法
は
主
権
者
の
命
令
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
主
権
は
絶
対
で
は
あ
る
も
の

の
、
主
権
者
は
神
法
・
自
然
法
に
拘
束
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
（
阿
部
齊
他
編
、『
現
代
政
治
学
小
辞
典
（
新
版
（』
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
、

四
七
頁；

田
中
成
明
他
著
『
法
思
想
史
』
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
、
四
七
頁
（。



四
二
一

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

　
　
　

さ
ら
に
、
国
民
主
権
原
理
と
は
、
絶
対
主
義
時
代
の
専
制
君
主
の
支
配
に
対
し
て
、
国
民
こ
そ
が
政
治
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た

め
の
理
論
的
根
拠
と
な
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
一
般
に
主
権
概
念
は
、
国
家
権
力
そ
の
も
の
（
国
家
の
統
治
権
（、
国
家
権
力
の
属
性
と
し
て
の

最
高
独
立
性
（
体
内
的
な
絶
対
性
と
対
外
的
な
独
立
性
（、
お
よ
び
国
政
に
つ
い
て
の
最
高
の
決
定
権
と
い
う
三
つ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
（
芦

部
信
喜
・
高
橋
和
之
補
訂
『
憲
法
（
第
七
版
（』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
、
三
九
頁
以
下
（。

（
（（
（
こ
れ
に
よ
っ
て
、
国
家
権
力
は
立
法
・
行
政
・
司
法
に
区
別
・
分
離
さ
れ
、
相
互
に
よ
る
「
抑
制
と
均
衡
」
の
保
持
が
可
能
と
な
っ
た
（
芦
部

信
喜
、
前
掲
書
、
二
七
七
頁
（。

（
（0
（Lauterpacht, op. cit. ,p. （; vgl. Rudolf Geiger, G
rundgesetz und V

ölkerrecht, （.A
ufl., （（（（, S.（（ff.；

經
塚
作
太
郎
、
前
掲
書
、

一
一
八
頁
以
下
。

（
（（
（
田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法
新
講
（
上
（』（
東
信
堂
、
一
九
九
〇
年
（
二
五
頁
。

（
（（
（
田
畑
茂
二
郎
、
前
掲
書
、
二
六
頁
以
下；

松
井
芳
郎
他
著
『
国
際
法
（
新
版
（』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
（
一
六
頁
以
下
。

（
（（
（
「
相
互
交
流
の
法
」
は
、
シ
ュ
バ
ル
ツ
ェ
ン
バ
ー
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、（the law

 of reciprocity

（
と
表
現
さ
れ
て
い
る
（
經
塚
作
太
郎
、
前
掲

書
、
九
一
頁
以
下
、
九
七
頁; Georg Schw

arzenberger, T
hree T

ypes of Law
, Current Legal Problem

s vol.（, （（（（, pp.（（（

─

（（（

（。

（
（（
（
經
塚
作
太
郎
、
前
掲
書
、
八
七
頁
。

（
（（
（
畑
尻
剛
・
工
藤
達
朗
編
、
前
掲
書
、
四
四
二
頁
以
下；

高
田
敏
・
初
宿
正
典
編
訳
『
ド
イ
ツ
憲
法
集
（
第
六
版
（』（
信
山
社
、
二
〇
一
〇
年
（

二
二
六
、
二
四
〇
頁；

拙
稿
「
ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
「
国
際
法
へ
の
友
好
性
原
則
」」『
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
九
号
、
二
〇
一
二

年
、
二
二
頁
以
下；

vgl. H
ans. D

. Jarass, Bodo. Pieroth, Grundgesetz K
om

m
entar （（（. A

ufl.

（, （0（0, Rn.（ff. zu A
rt.（（, Rn.（ff. zu 

A
rt.（（.

。

（
（（
（Jarass/Pieroth, a. a. O

., A
rt. （（ Rn. （（; vgl. BV

erfGE （, （（（
〔（（（

〕.

　
　
　

例
え
ば
そ
の
意
味
で
当
て
は
ま
る
の
は
、
平
和
条
約
、
同
盟
、
中
立
ま
た
は
軍
縮
条
約
、
政
治
的
協
力
に
関
す
る
協
定
、
仲
裁
条
約
な
ら
び
に

安
全
保
障
条
約
（V

gl. BV
erfGE （, （（（

〔（（（

〕（
ま
た
は
い
わ
ゆ
る
対
東
欧
条
約
（V

gl. BV
erfGE （0, （（（

〔（（（f.

〕（
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
（（
（Jarass/Pieroth, a. a. O

., A
rt. （（ Rn. （.

（
（（
（V

gl. BV
erfGE （（, （（（

〔（（（

〕. 

な
ぜ
な
ら
ば
、「
長
期
間
解
消
で
き
な
い
国
際
法
的
性
質
を
も
つ
拘
束
力
」
に
は
、
議
会
に
よ
る
補
強
が
必



四
二
二

要
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（V

gl. BV
erfGE （（, （

〔（（

〕（。

（
（（
（
畑
尻
剛
・
工
藤
達
朗
編
、
前
掲
書
、
四
四
二
頁
。

（
（0
（
本
稿
で
は
、
近
年
に
お
け
る
国
際
法
へ
の
親
近
性
と
接
近
性
と
い
う
観
点
を
踏
ま
え
、「
国
際
法
親
和
性
」
と
い
う
表
記
を
用
い
る
（
吉
岡
万

季
「
家
族
法
の
国
際
化
と
そ
の
憲
法
上
の
限
界
」『
法
学
新
報
』
第
一
二
四
巻
十
一
・
十
二
号
、
二
〇
一
八
年
、
一
五
一
─
一
五
二
頁；

Jarass/
Pieroth, a. a. O

., A
rt. （（ Rn. （

（。

（
（（
（V

gl. BV
erfGE （（, （

〔（（

〕.

（
（（
（V

gl. BV
erfGE （（, （（（

〔（（（

〕.

（
（（
（Jarass/Pieroth, a. a. O

., A
rt. （（ Rn.（.; vgl. BV

erfGE （（, （（（

〔（（（

〕.

（
（（
（a. a. O

., A
rt. （（ Rn. （（f.

　
　
　
「
属
地
主
義
」
原
則
に
つ
い
て
、
他
国
の
領
域
に
向
け
た
国
家
の
「
主
権
行
為
（H

oheitsakte

（」
は
対
象
国
の
同
意
に
よ
っ
て
の
み
実
現
で
き

る
。
た
だ
し
、
国
家
に
よ
る
給
付
の
場
合
は
別
で
あ
る
（V

gl. BV
erfGE （（, （（（

〔（（（

〕（。
国
内
法
は
体
外
的
な
事
情
に
対
し
て
は
事
実
に
基

づ
く
契
機
が
な
け
れ
ば
適
用
で
き
な
い
。「
治
外
法
権
」
原
則
に
つ
い
て
、
外
国
お
よ
び
そ
の
実
施
機
関
は
自
国
の
主
権
作
用
に
関
し
て
は
他
国

の
主
権
的
行
為
お
よ
び
仲
裁
手
続
に
服
さ
な
い
。
他
国
に
よ
っ
て
主
権
的
に
利
用
さ
れ
る
財
産
に
つ
い
て
は
強
制
執
行
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（V
gl. BV

erfGE （（, （（（

〔（（（

〕（。「
外
交
官
」
原
則
に
つ
い
て
、
外
交
使
節
に
対
し
て
外
交
的
交
流
上
の
形
式
平
等
取
扱
い
が
必
要
と
さ
れ
て

お
り
（V

gl. BV
erfGE （（, （（（

〔（0（f.

〕（、
平
和
条
約
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
（V

gl. BV
erw

GE （（, （（（

〔（（0ff.

〕（。
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
範

囲
を
超
え
た
治
外
法
権
は
第
三
国
に
対
し
て
は
生
じ
な
い
（BV

erfGE （（, （（

〔（（

〕ff.

（。

（
（（
（Jarass/Pieroth, a. a. O

., A
rt. （（ Rn. （（f..

　
　
　
「
権
利
保
護
」
原
則
に
つ
い
て
、
保
障
さ
れ
て
い
る
の
は
外
国
人
の
た
め
の
適
切
な
権
利
保
護
で
あ
る
（V

gl. BV
erfGE （0, （（（

〔（0（ff.

〕。

特
に
、
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
通
訳
を
求
め
る
こ
と
が
、
被
告
人
が
ド
イ
ツ
語
に
熟
達
し
て
い
な
い
場
合
に
保
障
さ
れ
て
い
る
。「
犯
罪
人
引
渡
し
」

原
則
に
つ
い
て
、
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
特
定
主
義
（Spezialität
（」
の
原
則
で
あ
る
。
同
原
則
に
よ
れ
ば
、
刑
事
訴
訟
手
続
は
外
国
に
よ
る

犯
罪
引
渡
し
の
許
可
に
よ
り
制
限
を
受
け
る
（V

gl. BV
erfGE （（, （

〔（（
〕（。
反
対
に
、
犯
罪
人
引
渡
し
が
他
国
に
よ
っ
て
唯
一
可
能
に
な
る

の
は
、
公
正
な
裁
判
手
続
の
本
質
的
核
心
が
保
障
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
（V

gl. BV
erfGE （（, （（（

〔（（（

〕（。

（
（（
（Jarass/Pieroth, a. a. O

., A
rt. （（ Rn. （; vgl. BV

erfGE （（, （（

〔（（f.

〕.



四
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三

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

　
　
　

国
際
法
の
一
般
原
則
に
例
外
な
く
数
え
ら
れ
る
の
が
、
慣
習
国
際
法
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、「
十
分
な
国
家
実
行
、
す
な
わ
ち
平
和
裡
に
か

つ
一
貫
し
た
慣
行
が
、
広
く
普
及
し
か
つ
国
家
代
表
の
関
与
の
下
で
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
」、
さ
ら
に
そ
の
背
景
に
は
「
国
際
法
が
要
請
お
よ

び
許
容
し
ま
た
は
必
要
と
す
る
範
囲
に
お
い
て
行
わ
ね
ば
な
い
」
と
い
う
解
釈
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
（（
（Jarass/Pieroth, a. a. O

., A
rt. （（ Rn. （（.; vgl. BV

erfGE （00, （（（

〔（（（

〕.

（
（（
（Jarass/Pieroth, a. a. O

., A
rt. （（ Rn. （; V

gl. BV
erfGE （（, （（（

〔（（（

〕.

（
（（
（Jarass/Pieroth, a. a. O

., A
rt.（（. Rn. （（.

（
（0
（Jarass/Pieroth, a. a. O., A

rt.（00. Rn.（ff.; vgl. Frank Burm
eister, Gutachten des Bundesverffasungsgerichts zu Völkerrechtlichen 

V
erträgen, （（（（, S. （0ff.

（
（（
（Burm

eister, S.（（ff., Jarass/Pieroth, a. a. O
., A

rt. （（. Rn. （0ff.

（
（（
（
田
上
譲
治
『
改
訂 

西
ド
イ
ツ
の
憲
法
裁
判
』（
信
山
社
出
版
、
一
九
八
八
年
（
一
二
〇
頁
以
下
。
ま
た
、
無
効
の
内
容
に
つ
い
て
も
法
律
全
体

の
場
合
と
一
部
の
場
合
と
が
あ
り
、
さ
ら
に
法
律
制
定
当
初
か
ら
無
効
の
場
合
（
宣
言
的
意
味
（
と
将
来
に
向
か
っ
て
効
力
を
失
う
場
合
（
形
成

的
意
味
（
が
あ
る
。

（
（（
（Jarass/Pieroth a. a. O

., A
rt. （00 Rn. （（. 

移
送
の
適
格
性
の
要
件
と
し
て
は
、以
下
の
こ
と
が
主
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。（
（
（
法
的
紛
争
、

す
な
わ
ち
裁
判
所
手
続
の
存
在
（V

gl. BV
erfGE（（, （

〔（（

〕（。（
（
（
移
送
対
象
が
、
国
際
法
の
一
般
原
則
上
の
存
在
、
法
的
性
格
、
効
力
の

範
囲
お
よ
び
拘
束
力
で
あ
る
こ
と
（V

gl. BV
erfGE （（（, （

〔（（（

〕（。（
（
（
原
審
裁
判
所
の
疑
義
ま
た
は
当
該
裁
判
所
外
に
お
け
る
一
層
重
大

な
疑
義
に
基
づ
く
こ
と
（V

gl. BV
erfGE （（（, （（（

〔（（（f.

〕。（
（
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
八
四
条
、
八
〇
条
二
項
に
基
づ
く
疑
義
が
裁
判
に

と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
（V

gl. BV
erfGE （（, （

〔（（ff.
〕（。（
（
（
形
式
、
根
拠
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
八
四
条
、
八
〇
条
二
項
に
基
づ
い
て
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
移
送
を
具
体
的
規
範
統
制
の
場
合
の
よ
う
に
根
拠
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
（（
（
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
八
三
条
二
項
は
、「
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
あ
ら
か
じ
め
、
連
邦
議
会
、
連
邦
参
議
院
及
び
連
邦
政
府
に
対
し
て
、
所
定
の

期
間
内
に
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
機
関
は
手
続
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
、
こ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
規
定
す
る
（
畑
尻
剛
・
工
藤
達
朗
編
、
前
掲
書
、
五
九
二
頁
（。

（
（（
（K

laus Schlaich/Stefen K
oiroth, D

as Bundesverfassungsgericht, （. A
ufl., （00（, Rn. （（（.

（
（（
（
一
〇
〇
条
二
項
に
よ
る
手
続
に
お
け
る
移
送
義
務
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
は
、
疑
義
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
裁
判



四
二
四

所
の
十
分
な
確
信
を
必
要
と
す
る
一
〇
〇
条
一
項
の
具
体
的
規
範
統
制
と
は
異
な
る
（a. a. O

., Rn. （（（

（。
ま
た
、
こ
の
疑
義
に
つ
い
て
は
必
ず

し
も
当
該
裁
判
所
自
身
が
抱
く
必
要
は
な
く
、
裁
判
所
以
外
に
お
い
て
、「
根
拠
の
あ
る
疑
義
（ernstzunehm

ende Zw
eifel

（」
が
存
在
す
る

場
合
で
も
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
も
一
〇
〇
条
一
項
一
段
に
よ
る
手
続
と
は
異
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
根
拠

の
あ
る
疑
義
が
「
裁
判
所
の
見
解
が
憲
法
機
関
の
見
解
、
ま
た
は
ド
イ
ツ
、
外
国
、
も
し
く
は
国
際
的
な
上
級
裁
判
所
の
決
定
ま
た
は
国
際
法
学

の
定
評
あ
る
著
者
の
学
説
と
異
な
る
場
合
」
に
存
在
す
る
と
判
示
し
て
い
る
（V

gl. BV
erfGE （（, （

〔（（

〕；

ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
ラ
イ
ヒ
著
（
名

雪
健
二
訳
（「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
論
（
四
（」
東
洋
法
学
三
七
巻
二
号
（
一
九
九
四
年
（
二
四
二
頁
（。

（
（（
（
畑
尻
剛
「
西
ド
イ
ツ
の
具
体
的
規
範
統
制
に
お
け
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
手
続
」
比
較
法
雑
誌
一
六
巻
一
号
（
一
九
八
二
年
（
一
五
三
頁
。

（
（（
（Schlaich/K

orioth, a. a. O
., Rn. （（（.

（
（（
（
こ
の
点
が
争
わ
れ
た
最
初
の
裁
判
例
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
軍
法
会
議
に
よ
っ
て
死
刑
を
宣
告
さ
れ
、
一
九
四
五
年
に
処
刑
さ
れ
た
捕
虜
の

曹
長
に
関
す
る
、
遺
族
年
金
支
払
い
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
七
年
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
期
日
に
達
し
て
い
る
私
法
上
の
支
払
請

求
の
履
行
に
つ
き
、
支
払
能
力
を
論
拠
に
「
国
家
避
難
（Staatenostand

（」
を
主
張
し
て
一
時
的
に
拒
否
す
る
権
限
を
私
人
に
対
し
て
国
家
に

付
与
す
る
こ
と
は
、
国
際
法
の
一
般
原
則
と
し
て
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（a. a. O

., Rn. （（（; vgl. BV
erfGE（（（, （（（

（。

（
（0
（
法
律
家
諮
問
委
員
会
の
設
立
経
緯
に
つ
い
て
は
、（
牧
田
幸
人
『
国
際
司
法
裁
判
所
の
組
織
原
理
』
有
信
堂
、
一
九
八
六
年
、
四
九
頁
以
下
（

参
照
。
委
員
会
に
お
け
る
具
体
的
な
審
議
過
程
に
つ
い
て
は
、（Procès-V

erbaux of the Proceedings of the A
dvisory Com

m
ittee of 

Jurists,（（（0, pp. （（（ff.

（
参
照
。
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
に
お
け
る
「
文
明
国
が
認
め
た
法
の
一
般
原
則
」
に
つ
い
て
は
、

（PCIJSeries D

（N
o. （

（, （（（（, p. （0

（
参
照
。

（
（（
（
筒
井
若
水
「
現
代
国
際
法
に
お
け
る
文
明
の
地
位
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
六
六
巻
六
号
、
一
九
六
八
年
、
三
八
頁
以
下；

拙
稿
「「
法
の
一

般
原
則
」
の
今
日
的
意
義
と
問
題
点
（
二
（」『
法
学
新
報
』
第
一
〇
三
巻
十
号
、
一
九
九
七
年
、
一
一
五
頁
。

（
（（
（Lauterpacht, op. cit., pp. （（f.

　
　
　

一
般
に
近
代
の
国
際
裁
判
は
、
一
七
九
四
年
の
「
英
米
友
好
通
商
航
海
条
約
（Jay T

reaty

（」
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く
「
英
米
仲
裁
委
員
会

（the British

‐A
m

erican arbitration com
m

issions

（」
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
委
員
会
で
は
「
損
害
賠
償
の
測
定
方
法
や
裁
判
所
の

自
己
管
轄
の
決
定
権
」
が
中
心
的
な
争
点
と
な
り
、
こ
こ
で
の
解
決
策
が
や
が
て
国
際
法
上
認
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
く
こ
と
と

な
っ
た
。
特
に
、
ア
メ
リ
カ
南
北
戦
争
時
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
中
立
義
務
違
反
が
争
わ
れ
た
一
八
七
二
年
の
ア
ラ
バ
マ
号
事
件
で
は
、
国
際
的



四
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五

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

な
中
立
義
務
が
国
際
法
上
の
義
務
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
た
「
一
九
世
紀
の
莫
大
な
件
数
の
仲
裁
裁
判
は
、
問
題
解
決

に
際
し
て
私
法
の
適
用
に
依
拠
し
て
い
た
」
と
さ
れ
る
。

（
（（
（
例
え
ば
「
コ
ル
フ
海
峡
事
件
（Corfu Channel Case

（」
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
ア
ル
バ
ニ
ア
当
局
に
対
し
て
、
国
際
海
峡
に
通
じ
る
領
海

内
に
機
雷
が
敷
設
さ
れ
て
い
る
「
急
迫
し
た
危
険
（im

m
inent danger

（」
を
航
行
船
舶
に
警
告
す
る
義
務
が
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
を
怠
っ
た
こ

と
は
「
重
大
な
不
作
為
（grave om

ission

（」
で
あ
り
、
一
般
私
法
上
の
不
法
行
為
要
件
と
し
て
の
「
過
失
（negligence, fault

（」
を
構
成
す

る
、
と
判
示
し
て
い
る
（ICJR

eports 1948, pp. （ff.; ICJR
eports 1949, pp. （ff., （（（ff.；

皆
川
洸
編
著
『
国
際
法
判
例
集
』
有
信
堂
、
一

九
七
五
年
、
四
三
一
頁
以
下
、
五
二
九
頁
以
下
（。

（
（（
（
小
川
芳
彦
「
国
際
裁
判
所
と
法
の
創
造
」『
法
と
政
治
』
一
五
巻
四
号
、
一
九
六
四
年
、
一
九
頁
。

（
（（
（
經
塚
作
太
郎
、
前
掲
書
、
八
四
頁
。

（
（（
（
村
瀬
信
也
他
著
『
現
代
国
際
法
の
指
標
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
（
一
八
頁
。

（
（（
（
例
え
ば
、
Ｅ
Ｃ
期
か
ら
Ｅ
Ｕ
期
に
至
る
ま
で
の
基
本
権
保
障
の
歩
み
か
ら
は
、
か
つ
て
不
文
の
「
法
の
一
般
原
則
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
「
基
本
的
人
権
（Fundam

ental H
um

an Rights

（」、「
補
完
性
（Subsidiarity

（」、「
比
例
性
（Proportionality

（」
と
い
っ
た
法
原

則
が
、
長
期
間
の
機
構
法
実
務
を
経
た
後
に
現
在
の
Ｅ
Ｕ
条
約
中
に
明
文
化
さ
れ
て
い
る
事
実
が
認
め
ら
れ
る
（
拙
稿
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
「
法
の

一
般
原
則
」
の
行
為
規
範
性
（
二
（」
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
第
二
四
号
（
二
〇
一
七
年
（
一
八
頁
以
下
（。

（
（（
（Jarass/Pieroth, a. a. O

., A
rt.（（ Rn. （. 

同
書
に
よ
れ
ば
、「
文
明
国
が
認
め
た
法
の
一
般
原
則
」
は
国
際
法
に
お
い
て
「
一
般
的
に
認
め
ら

れ
た
法
原
則
（D

ie allgem
ein anerkannten Rechtsgrundsätze

（」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
同
原
則
は
二
五
条
に
属
す
る
（V

gl. 
BV

erfGE （（, （（

〔（（

〕（。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
は
諸
国
内
法
秩
序
に
お
い
て
一
致
し
て
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
国
家
間
交
流
に

向
け
て
委
譲
が
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
法
原
則
は
補
充
的
な
性
格
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
特
に
解
釈
と
欠
缺
の
補
充
の
た
め
で
あ
る
。

（
（（
（
拙
稿
、
前
掲
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
第
一
九
号
、
二
六
─
二
七
頁；

拙
稿
「
国
際
機
構
へ
の
高
権
的
権
利
の
移
譲
と
補
完
性
原
則
」『
法
学

新
報
』（
第
一
二
〇
巻
九
・
十
号
（
二
〇
一
四
年
、
六
六
〇
頁
以
下；
拙
稿
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
「
法
の
一
般
原
則
」
の
行
為
規
範
性
（
三
（」『
駒

沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
五
号
、
二
〇
一
八
年
、
八
一
頁
以
下
。

（
（0
（Rudolf Geiger, a. a. O

., S.（（.

（
（（
（H

ans K
elsen, D

er W
andel des Souveränitätsbegriffes （1931

（, V
olkssouveränität und Staatssouveränität, （（（0, S. （（（ff.
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（
（（
（
金
丸
輝
男
編
著
『
Ｅ
Ｃ
か
ら
Ｅ
Ｕ
へ
─
欧
州
統
合
の
現
在
』（
創
玄
社
、
一
九
九
七
年
（
一
六
頁；

「
欧
州
連
合
と
補
完
性
の
原
則
に
関
す
る

一
考
察
」『
法
学
新
報
』
第
一
〇
二
巻
三
・
四
号
、
一
九
九
五
年
、
三
八
五
頁
以
下；

see, W
. Lipgens and W

. Loth 

（ed.

（, D
ocum

ents on 
the H

istory of E
uropean Integration V

ol.（, （（（（, pp. （（（ff.

（
（（
（
同
会
議
で
の
政
治
決
議
で
は
、「
連
合
（U

nion

（」
ま
た
は
「
連
邦
（Federation

（」
と
い
う
対
立
的
妥
協
的
表
現
が
窺
え
る
。
一
般
国
際
法

上
、
国
家
連
合
自
体
は
限
ら
れ
た
国
際
法
上
の
主
体
に
留
ま
り
、
そ
の
構
成
国
家
は
対
外
的
国
家
主
権
と
国
際
法
主
体
性
を
維
持
す
る
。
連
邦
の

場
合
、
連
邦
構
成
国
（
支
邦
、
支
分
国
、
州
（
は
国
際
法
主
体
性
を
失
い
、
構
成
国
間
の
関
係
は
国
内
法
上
の
関
係
と
さ
れ
て
外
交
お
よ
び
国
際

機
構
へ
の
加
盟
等
の
権
能
は
連
邦
に
帰
属
す
る
。
欧
州
統
合
運
動
の
過
程
か
ら
は
、
連
合
主
義
を
連
邦
主
義
に
向
け
た
段
階
と
し
て
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
（
国
際
法
学
会
編
、
前
掲
国
際
関
係
法
辞
典
（
第
二
版
（、
八
九
四
頁；

金
丸
輝
男
編
著
、
前
掲
書
、
一
七
頁；

中
原
喜
一
郎
、
前
掲

論
文
、
三
八
五
頁；

Congress of E
urope: T

he H
ague-M

ay, 1948: R
esolutions. London-Paris: International Com

m
ittee of the 

M
ovem

ents for European U
nity, （（（（, p. （（ at Centre V

irtuel de la Connaissance sur l'Europe （CV
CE

（ HP

（。

（
（（
（
拙
稿
、
前
掲
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
第
一
九
号
掲
載
論
文
、
二
六
頁
以
下
。

（
（（
（T

hom
as Flint, D

ie Ü
bertragung von H

oheitsrechten, （（（（, S.（（ff. 

（（（

（；

高
田
敏
・
初
宿
正
典
編
訳
、
前
掲
書
、
二
二
五
頁；

Jarass/
Pieroth, a. a. O

., zu A
rt. （（.

（
（（
（
山
田
晟
『
ド
イ
ツ
法
律
用
語
辞
典
』（
大
学
書
林
、
一
九
九
三
年
（
三
二
二
、
五
八
三
頁
。

（
（（
（
拙
稿
「
地
域
的
国
際
法
の
形
成
と
国
内
法
原
則
の
援
用
」『
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
八
号
、
二
〇
一
一
年
、
五
五
頁
。

（
（（
（M

ichael Schw
eitzer, E

uroparecht, （（（（, S.（（.

（
（（
（T

. C. H
artley, T

he Foundation of E
uropean Com

m
unity Law

, （（（（, pp. （（（ff.

（
（0
（
拙
稿
、
前
掲
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
第
二
三
号
掲
載
論
文
、
一
七
─
一
八
頁
。

（
（（
（
既
に
戦
後
の
復
興
期
に
お
い
て
、
国
際
社
会
の
組
織
化
に
伴
っ
て
民
主
主
義
の
精
神
や
原
則
が
国
際
人
権
保
障
の
分
野
で
相
当
程
度
に
実
現
さ

れ
て
き
て
い
る
、
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
横
田
喜
三
郎
「
民
主
主
義
と
国
際
法
」『
民
主
主
義
の
法
律
原
理
（
Ｓ
Ｅ
版
（』
所
収
、
有
斐
閣
、

一
九
八
五
年
（
一
九
五
二
年
初
版
（、
一
七
八
頁
以
下
、
一
九
三
頁
以
下
、
二
一
一
頁
（。

（
（（
（
拙
稿
、
前
掲
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
第
一
八
号
掲
載
論
文
、
六
八
─
六
九
頁
。

（
（（
（
拙
稿
「
Ｅ
Ｕ
の
基
本
権
保
障
と
民
主
的
統
制
」『
法
学
新
報
』
第
一
一
六
巻
三
・
四
号
、
二
〇
〇
九
年
、
六
五
六
頁
以
下
。



四
二
七

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

（
（（
（Schw

eitzer, a. a. O
., S. （（（f.; Lam

m
y Betten/N

icholas Grief, E
U

Law
 and H

um
an R

ights, （（（（, pp. （（ff.；

川
添
利
幸
「
欧
州

統
合
と
ド
イ
ツ
憲
法
」『
国
際
社
会
に
お
け
る
法
の
普
遍
性
と
固
有
性
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
九
五
年
（
一
八
〇
頁
以
下；

vgl. 
BV

erfGE（（, （（（, （（（（.

（
（（
（
拙
稿
「
実
定
国
際
法
に
お
け
る
国
内
公
法
概
念
の
類
推
」『
敬
和
学
園
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
二
号
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
五
頁
以
下
。

（
（（
（
そ
れ
え
ゆ
え
に
こ
れ
ま
で
本
原
則
は
、
権
利
濫
用
の
禁
止
や
法
的
安
定
性
と
い
っ
た
統
治
権
の
発
動
の
た
め
の
行
為
基
準
と
し
て
の
役
割
に
留

ま
っ
て
き
た
の
で
あ
る
（Betten/Grief, op. cit., p. （（

（」。

（
（（
（
拙
稿
「「
法
の
一
般
原
則
」
と
国
内
法
の
衝
突
に
関
す
る
一
考
察
」『
敬
和
学
園
大
学
研
究
紀
要
』
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
一
年
、
一
八
五
頁
以
下
。

（
（（
（
原
告
は
Ｅ
Ｕ
職
員
採
用
試
験
に
際
し
て
本
人
の
同
意
な
く
エ
イ
ズ
検
査
を
受
け
さ
せ
ら
れ
た
結
果
、
陽
性
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
採
用
を
拒
否

さ
れ
た
。
第
一
審
裁
判
所
の
判
決
で
は
、
健
康
上
の
秘
密
を
守
る
権
利
が
エ
イ
ズ
検
査
に
の
み
当
て
は
ま
る
と
し
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
限
定

的
に
解
し
た
。
結
果
と
し
て
、
裁
判
所
は
採
用
に
あ
た
る
原
告
の
非
協
力
的
な
態
度
な
ど
を
理
由
と
し
て
訴
え
を
す
べ
て
却
下
し
、
委
員
会
の
採

用
拒
否
決
定
を
有
効
と
し
た
。
控
訴
審
で
は
法
的
争
点
の
み
が
審
査
さ
れ
、
本
件
で
は
検
査
に
至
っ
た
過
程
が
原
告
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
あ

た
る
の
か
が
争
わ
れ
た
（
山
根
裕
子
『
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
Ｅ
Ｃ
法
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
、
九
二
頁
以
下；

Betten/Grief, op. cit., 
p. （（; see, Case C

─（0（/（（P X
 v Com

m
ission

［（（（（

］E
CR
Ⅰ

─（（（（

（。

（
（（
（
欧
州
人
権
条
約
第
八
条
（
私
生
活
お
よ
び
家
族
生
活
が
尊
重
さ
れ
る
権
利
（

　
　
　

第
一
項
：
す
べ
て
の
者
は
、
そ
の
私
生
活
、
家
族
生
活
、
住
居
及
び
通
信
の
尊
重
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

　
　
　

第
二
項
：
こ
の
権
利
の
行
使
に
対
し
て
は
、
法
律
に
基
づ
き
、
か
つ
、
国
の
安
全
、
公
共
の
安
全
も
し
く
は
国
の
経
済
的
福
利
の
た
め
、
無
秩

序
も
し
く
は
犯
罪
の
防
止
の
た
め
、
健
康
も
し
く
は
道
徳
の
保
護
の
た
め
、
又
は
他
の
者
の
権
利
及
び
自
由
の
保
護
の
た
め
民
主
社
会
に
お
い
て

必
要
な
も
の
を
除
き
い
か
な
る
公
の
機
関
に
よ
る
干
渉
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（
杉
原
高
嶺
編
『
コ
ン
サ
イ
ス
条
約
集
（
第
二
版
（』（
三
省
堂
、

二
〇
一
五
年
、
七
三
頁；

see, Case C

─（（/（0 Com
m

ission v. Germ
any

［（（（（

］E
CR
Ⅰ

─（（（（ 

二
三
節
（。

（
（0
（
拙
稿
、
前
掲
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
第
二
四
号
、
一
八
頁
。

（
（（
（
拙
稿
「
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
比
例
性
原
則
の
意
義
と
課
題
（
二
（」『
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
第
二
一
号
』、
二
〇
一
四
年
、
五
〇
頁
以
下
。

（
（（
（
庄
司
克
宏
『
国
際
機
構
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
（
二
〇
八
頁
以
下；

須
網
隆
夫
「
超
国
家
機
関
に
お
け
る
民
主
主
義
」『
法
律
時
報
』
第

七
四
巻
四
号
、
二
〇
〇
二
年
、
二
九
頁
以
下
。



四
二
八

（
（（
（
デ
イ
ビ
ッ
ド 

Ａ 

Ｏ 

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ロ
バ
ー
ト 

Ｃ 

レ
イ
ン
（
庄
司
克
宏
訳
（『
Ｅ
Ｕ
法
の
手
引
き
』（
国
際
書
院
、
一
九
九
八
年
（
八
一
─
八

二
頁
。

（
（（
（See, Case （（（/（（ R v M

inister of A
griculture, Fisheries and Food, ex parte FED

ESA

〔（（（0

〕ECR
Ⅰ

─（0（（, 

〔（（（（

〕（ 
CM

LR （0（.

（
（（
（See, Case （/（（ Fédèration Charbonnier de Belgique v H
igh A

uthority 〔（（（（

─（（

〕ECR （（（.

（
（（
（
同
原
則
の
精
神
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
時
代
の
格
言
で
あ
る
「
す
べ
て
は
中
庸
に
（pan m

etron ariston

（」
の
中
に
包
ま
れ
て
い
る
（Evelyn 

Ellis

（ed.

（, T
he Principle of Proportionality in the Law

s of E
urope, （（（（, pp. （（ff.；

古
川
晴
風
編
著
『
ギ
リ
シ
ャ
語
辞
典
』（
大
学

書
林
、
一
九
八
九
年
（
七
一
八
、
八
二
六
頁；

川
原
拓
雄
『
現
代
ギ
リ
シ
ア
語
辞
典
』（
リ
ー
ベ
ル
出
版
、
二
〇
〇
四
年
（
七
四
頁
。

（
（（
（
例
え
ば
、
当
時
の
観
念
論
哲
学
者
で
あ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（A

ristoteles, （（（

─（（（ B. C.

（
は
、
実
際
的
か
つ
常
識
的
な
立
場
か
ら
実
証

的
に
人
間
観
察
や
国
家
制
度
の
調
査
分
析
を
行
っ
た
と
評
さ
れ
る
。
他
方
で
、
理
論
の
世
界
と
は
異
な
り
、
人
間
の
行
為
や
歴
史
に
は
そ
れ
自
体

の
原
理
も
法
則
も
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
無
原
則
的
・
妥
協
的
・
折
衷
的
な
中
庸
道
徳
と
中
産
階
級
支
持
の
国
家
思
想
と
し

て
、
当
時
の
格
言
に
も
現
れ
て
い
る
（
出
隆
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」『
世
界
大
百
科
事
典
第
一
巻
』
平
凡
社
、
一
九
七
六
年
、
四
七
二
頁
以
下
（。

（
（（
（
一
般
に
、「
開
い
た
構
造
」
と
は
あ
る
概
念
が
厳
密
に
定
義
さ
れ
え
な
い
状
態
を
意
味
す
る
哲
学
用
語
で
あ
る
（
三
省
堂
編
修
所
編
『
グ
ラ
ン

ド
コ
ン
サ
イ
ス
英
和
辞
典
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
一
年
（
一
八
二
八
頁；

E. Ellis （ed.

（, op. cit., p. （（.

（。

（
（（
（
拙
稿
、
前
掲
駒
沢
女
子
大
学
研
究
紀
要
第
一
九
号
、
二
八
頁
以
下
。

（
（00
（A

rt. （

─（: T
he U

nion shall pursue its objectives by appropriate m
eans com

m
ensurate w

ith the com
petences w

hich are 
conferred upon it in treaties.

（
（0（
（
拙
稿
、
前
掲
法
学
新
報
第
一
一
六
巻
三
・
四
号
掲
載
論
文
、
六
七
一
頁
以
下
。

（
（0（
（
な
お
、
国
民
主
権
原
理
に
お
け
る
権
力
性
の
契
機
を
強
調
す
る
考
え
は
、
ル
ソ
ー
（J. J. Rousseau

（
の
人
民
主
権
論
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
。

彼
は
社
会
契
約
説
に
立
脚
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
国
家
統
治
の
正
当
性
の
根
拠
に
留
め
な
か
っ
た
点
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
（T

. H
obbes

（
や
ロ
ッ
ク
（J. 

Locke

（
と
は
異
な
る
。
主
権
と
は
、
国
家
の
構
成
員
た
る
市
民
全
体
と
し
て
の
「
人
民
（peuple

（」
の
共
同
利
益
に
向
け
ら
れ
た
一
般
意
思
を

意
味
す
る
。
一
般
意
思
は
立
法
意
思
と
同
一
視
さ
れ
、
そ
れ
は
全
市
民
の
参
加
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
。
ゆ
え
に
、
個
々
の

具
体
的
な
市
民
す
べ
て
が
主
権
者
と
な
る
こ
と
で
、
直
接
民
主
主
義
が
よ
り
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
芦
部
信
喜
・
高
橋
和
之
補
訂
、
前
掲
書
、



四
二
九

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
国
際
法
の
一
般
原
則
（
福
王
）

四
一
─
四
二
頁；

山
下
威
士
編
『
法
学
（
増
訂
版
（』
尚
学
社
、
一
九
九
二
年
、
六
八
頁
以
下
（。

（
（0（
（
拙
稿
、
前
掲
法
学
新
報
第
一
二
〇
巻
九
・
十
号
掲
載
論
文
、
六
八
五
頁
以
下
。

（
（0（
（
第
二
三
条
（
（
（
項
に
よ
れ
ば
、「
統
一
さ
れ
た
欧
州
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
欧
州
連
合
の
発
展
に
協
力
す
る
が
、

こ
の
欧
州
連
合
は
、
民
主
的
、
法
治
国
家
的
、
社
会
的
及
び
連
邦
的
な
諸
原
則
及
び
補
完
性
（Subsidiarität

（
の
原
則
に
義
務
付
け
ら
れ
て
お

り
、
本
質
的
な
点
で
こ
の
基
本
法
の
基
本
権
保
障
に
匹
敵
す
る
基
本
権
保
障
を
有
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
連
邦
は
、
連
邦

参
議
院
の
同
意
を
得
て
、
法
律
に
よ
り
主
権
を
委
譲
す
る
こ
と
が
で
き
る
」。
ま
た
、
同
条
（
１
ａ
（
項
に
よ
れ
ば
、「
連
邦
議
会
及
び
連
邦
参
議

院
は
、
欧
州
連
合
の
立
法
行
為
が
補
完
性
原
則
に
抵
触
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
欧
州
連
合
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
権
利
を
有
す
る
（
高

田
敏
・
初
宿
正
典
編
訳
、
前
掲
書
、
二
二
五
頁
（」。

（
（0（
（
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
』（
信
山
社
、
一
九
九
六
年
（
三
二
五
頁
以
下；

V
gl. BV

efGE, （（, （（（, U
rteil v. （（. 

（0. （（（（.

（
（0（
（
中
西
優
美
子
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
リ
ス
ボ
ン
条
約
判
決
」『
貿
易
と
関
税
』vol.（（. N

o.（. （0（0. （

、
二
〇
一
〇
年
、
六
七

頁
以
下；

vgl. BV
erfGE, （ BvE（/0（ vom

 （0. 0（. （00（.

（
（0（
（
基
本
法
第
三
八
条
一
項
：
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
議
員
は
、
普
通
、
直
接
、
自
由
、
平
等
及
び
秘
密
の
選
挙
で
こ
れ
を
選
挙
す
る
。
議
員
は
全
国

民
の
代
表
者
で
あ
っ
て
、
委
任
及
び
指
図
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
自
己
の
良
心
の
み
に
従
う
（
高
田
敏
・
初
宿
正
典
編
訳
、
前
掲
書
、
二

三
三
頁
（。

（
（0（
（
同
議
定
書
は
全
部
で
九
条
か
ら
な
る
（PROTOCOL 
（No （

（ ON THE A
PPLICA

TION OF TH
E PRINCIPLES O

F SUBSIDIA
RIT

Y 
A

N
D

 PRO
PO

RT
IO

N
A

LIT
Y

, O
J （0（0, C（（/（0（

（。

　
　
　

ま
た
、
同
議
定
書
の
注
釈
に
つ
い
て
は
、（
庄
司
克
宏
「
Ｅ
Ｕ
条
約
・
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
コ
メ
ン
タ
ー
ル 

第
八
回 

Ｅ
Ｕ
条
約
第
五
条
と
補
完
性
議

定
書
（
上
（」『
貿
易
と
関
税
』
第
六
〇
巻
六
号
、
二
〇
一
二
年
、
五
〇
頁
以
下
（
参
照
。

（
（0（
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、（
庄
司
克
宏
「
Ｅ
Ｕ
条
約
・
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
コ
メ
ン
タ
ー
ル 

第
九
回
Ｅ
Ｕ
条
約
第
五
条
と
補
完
性
議
定
書
（
下
（」『
貿

易
と
関
税
』
第
六
〇
巻
九
号
、
二
〇
一
二
年
二
二
頁
以
下；

中
西
優
美
子
「
権
限
付
与
の
原
則
」『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
第
四
八
号
、

二
〇
一
〇
年
、
二
二
三
頁
以
下
（
参
照
。

（
（（0
（
本
訴
訟
は
、
二
〇
〇
〇
人
に
近
い
ド
イ
ツ
の
経
済
学
者
や
法
学
者
ら
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
一
七
年
に
量
的



四
三
〇

緩
和
政
策
へ
の
懸
念
を
示
し
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
判
断
を
求
め
て
い
た
。
一
八
年
末
に
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
こ
れ
を
適
法
と
認
め
て
い
る
（
日
本
経
済
新
聞
、
二

〇
二
〇
年
五
月
五
日
・
六
日；

朝
日
新
聞
、
二
〇
二
〇
年
五
月
八
日；
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（
（（（
（
田
中
素
香
「
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所
の
Ｑ
Ｅ
（
量
的
緩
和
策
（
違
憲
判
決
」『
世
界
経
済
時
評IM

PA
CT

』N
o.（（（（. （0（0. 0（. 0（

。http://
w

w
w

.w
orld-econom

ic-review
.jp/im

pact/article（（（（.htm
l

（
二
〇
二
〇
年
八
月
二
九
日
最
終
検
索
（

（
（（（
（
ま
た
、
法
体
系
に
内
在
す
る
基
本
原
則
を
法
の
一
般
原
則
に
含
め
る
考
え
方
も
あ
る
（
岩
沢
雄
司
、
前
掲
書
、
六
〇
─
六
四
頁；

中
谷
和
弘
・

植
木
俊
哉
・
河
野
真
理
子
・
森
田
章
夫
・
山
本
良
『
国
際
法
（
第
三
版
（』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
（
九
一
─
九
二
頁；

拙
稿
「「
法
の
一
般
原

則
」
概
念
の
今
日
的
意
義
と
問
題
点
（
二
（」『
法
学
新
報
』
第
一
〇
三
巻
十
号
、
一
九
九
七
年
、
一
二
一
頁
以
下
（。

（
（（（
（ILA

, T
H

E U
SE O

F D
O

M
EST

IC LA
W

 PRIN
CIPLES IN

 T
H

E D
EV

ELO
PM

EN
T

 O
F IN

T
ERN

A
T

IO
N

A
L LA

W
, ST

U
D

Y
 

G
R

O
U

P D
R

A
FT

 R
E

PO
R

T
-JO

H
A

N
N

E
SBU

R
G

 CO
N

FE
R

E
N

CE
 （0（（, （0（（, pp. （ff.

（
（（（
（
二
〇
二
〇
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｃ
第
七
二
回
会
合
に
お
い
て
は
、
法
の
一
般
原
則
に
関
す
る
作
業
報
告
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
同
報
告
書
で
は
主
に
本
原

則
が
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
規
程
に
導
入
さ
れ
る
経
緯
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
お
け
る
実
践
ま
で
歴
史
に
触
れ
て
い
る
（ILC, First report on general principles 
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